
（平成２１年９月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 117 件

国民年金関係 47 件

厚生年金関係 70 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 123 件

国民年金関係 42 件

厚生年金関係 81 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案 5345  

                  

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年１月から 48 年７月までの国民年金保険料については納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 48年７月まで 

    私の国民年金は、昭和 46 年 12 月に会社を辞めた後ごろに、妻が加入手

続を行い、国民年金保険料を納付してくれており、申立期間の保険料を納

付した領収証書も所持している。また、納付した保険料を還付された記憶

は無いにもかかわらず還付されたことになっている。申立期間について未

加入とされ、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した領収証書を所持しており、

そのうち、昭和 47 年１月から同年３月までの保険料は、過年度納付してい

ることが確認できる。 

また、申立期間の保険料は、昭和 55 年６月に還付決定、同年７月に支払

と還付整理簿に記録されているが、申立人は、申立期間は国民年金の強制被

保険者とされるべきであり、保険料を還付すべき期間でないことから、事実

と異なる資格得喪手続により還付手続が行われたことなどが認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5346 

                   

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年８月まで 

             ② 昭和 42年３月 

             ③ 昭和 42年９月から 43年１月まで 

    私は、結婚後に勤務していた会社を辞めたころ、区役所出張所で国民年

金の加入手続を行い、同出張所で国民年金保険料を納付していたと記憶し

ている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和42年４

月ごろに払い出されており、その時点で，当該期間は国民年金保険料を現

年度納付することが可能な期間であるとともに、当該期間直後の保険料は

現年度納付していることが確認できる。また、当該申立期間は１か月と短

期間であり、申立人が国民年金の加入及び保険料の納付場所として説明す

る区役所出張所は、当時所在し、国民年金の加入及び保険料の収納事務を

取り扱っていたことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

  ２ しかしながら、申立期間①及び③については、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

申立人から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状

況が不明確であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間①は、上記の手帳記号番号が払い出された時点で、時効

により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



                      

  

さらに、申立期間③は、昭和 62 年 11 月の社会保険庁の記録整備によっ

て、国民年金被保険者資格の未加入期間であったものが、申立人が当時、

国民年金の強制加入対象者であったために生じた未納期間で、その時点で

は、当該期間は時効により保険料を納付できない期間であり、ほかに当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5347                                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から同年９月まで 

 私は、結婚後に、夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、それまで未納

であった国民年金保険料を、何回かに分けてまとめて納付した。保険料の

納付は、夫婦のどちらかが夫婦二人分を一緒に金融機関で納付しており、

妻が納付することのほうが多かったと記憶している。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、結婚後の昭和 60 年７月ごろに夫婦連

番で払い出されており、納付日が確認できる期間について、ほぼ夫婦同一日

に国民年金保険料を納付していることが確認できる上、申立人夫婦が所持す

る領収証書によると、申立期間前後の保険料は過年度納付で納付済みである

ことが確認できるとともに、一緒に保険料を納付していたとする妻は、申立

期間のうち 59 年４月の保険料は過年度納付で納付済みであることが確認でき

る。また、申立期間は６か月と短期間であり、申立人は、国民年金に加入に

至った経緯及びさかのぼって保険料を納付するに至った経緯、保険料の納付

場所等について、具体的かつ鮮明に記憶しているなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5348                                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年５月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年５月から同年９月まで 

 私の国民年金は、結婚後に、夫が夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、

それまで未納であった国民年金保険料を、何回かに分けてまとめて納付し

た。保険料の納付は、夫婦のどちらかが夫婦二人分を一緒に金融機関で納

付しており、私が納付することのほうが多かったと記憶している。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、結婚後の昭和 60 年７月ごろに夫婦連

番で払い出されており、納付日が確認できる期間について、ほぼ夫婦同一日

に国民年金保険料を納付していることが確認できる上、申立人が所持する領

収証書によると、申立期間前後の保険料は過年度納付で納付済みであること

が確認できる。また、申立期間は５か月と短期間であり、申立人夫婦の国民

年金の加入手続をしたとする夫は、国民年金に加入に至った経緯及びさかの

ぼって保険料を納付するに至った経緯等について具体的かつ鮮明に記憶して

いるとともに、申立人は保険料の納付場所等について具体的に記憶している

など、申立内容に不自然さは見られない。 

さらに、申立期間に近接する昭和 60 年１月から同年３月までの保険料につ

いて、所持する領収証書により、平成 20 年７月に納付済みに記録訂正が行わ

れているなど、申立人の納付記録の管理が適切に行われていなかった状況も

認められる。  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5354 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 10 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月から同年７月まで 

             ② 昭和 47年 10月から 48年２月まで 

             ③ 昭和 60年６月 

             ④ 昭和 61年 12月及び 62年１月 

             ⑤ 昭和 62年７月 

             ⑥ 平成元年 10月 

    私は、大学卒業後、厚生年金保険資格の取得と喪失を繰り返してきたが、

親からも国民年金への切替手続を忘れないようにと言われていたので、離

職したときは国民年金への切替手続をして保険料を納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、申立期間⑥については、申立人は、当該期間前の平成元

年７月分及び８月分の国民年金保険料を３年８月及び10月に、当該期間直後

の元年11月分の保険料を３年12月にそれぞれ過年度納付しており、当時未納

であった保険料を順次納付していたと考えられるなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

しかしながら、申立期間①、②、③、④及び⑤については、申立人が当該

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、申立期間①は平成５年８月に、申立期間②、③、④及び⑤は３年８

月にそれぞれ記録が追加されたことにより、未加入期間から未納期間に記録

整備された期間であり、当該記録整備時点では、当該期間は時効により保険

料を納付することができない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を



                      

  

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和62年10月時

点では、申立期間①、②及び③は時効により保険料を納付することができな

い期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年10月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5355 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から同年 11月まで 

元夫の海外勤務先から夫婦で帰国した昭和 58 年１月に、元夫は私の国

民年金の再加入手続をし、国民年金保険料を納付してくれていたはずであ

る。申立期間のうち、昭和 58 年１月から７月までの期間が未加入で、同

年８月から同年 11 月までの保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年 10 月に国民年金に加入して以降、申立期間及び海外

在住期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は昭和 58 年１月４日

に任意加入していること及び区の国民年金被保険者名簿により、申立人の被

保険者資格取得日は一時期当該日付とされていたことが確認できることから、

申立人の元夫は帰国当時に申立人の国民年金の再加入手続をしたものと考え

られ、申立期間の納付書は発行されていたものと考えられるなど、申立期間

の保険料が未納とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5356 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年２月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月から 44年３月まで 

    私の父は、私が自営業を手伝っていた当時の昭和 45 年３月ごろ、区役所

出張所で私の国民年金の加入手続をし、20 歳までさかのぼって国民年金保

険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後から 60 歳に達するまでの国民年金保険料をすべて

納付しており、申立人の保険料を納付したとする父親及び母親は、申立期間

を含めいずれも保険料を完納している。また、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された昭和 45 年３月時点では、申立期間の保険料を過年度納付

することが可能であり、申立人は、父親が区役所出張所の窓口で加入手続を

した際、区役所職員から現年度からの保険料納付でも構わないと言われたが、

将来の年金受給額を考慮し、現年度分の保険料だけでなく、20 歳までさかの

ぼった過年度分の保険料も納付してくれたと父親から聞いたことを具体的に

説明しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5357 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年８月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月から 47年３月まで 

    私の父は、私が自営業を手伝っていた昭和 48 年３月ごろ、区役所出張所

で私の国民年金の加入手続をし、20 歳までさかのぼって国民年金保険料を

納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は８か月と短期間であり、申立人は、申立期間直後から現在まで

の国民年金保険料をすべて納付している上、申立人の保険料を納付したとす

る申立人の父親及び母親も、申立期間を含めいずれも保険料を完納している。

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 48 年１月ごろの

時点では、申立期間の保険料を過年度納付することが可能であり、申立人は、

父親が区役所出張所の窓口で加入手続をした際、区役所の職員から現年度か

らの保険料でも構わないと言われたが、将来の年金受給額を考慮し、現年度

分の保険料だけでなく、20 歳までさかのぼった過年度分の保険料も納付して

くれたと父親から聞いたことを具体的に説明しているなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5358 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年４月から２年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から２年６月まで 

    私は、国民年金保険料を納付することは当然の義務と考え、60歳まで免

除期間を除きすべて納付してきた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和36年４月から60歳に達するまでの期間について、申立期間

及び保険料免除期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間前後の期間の保険料は納付済みであること、58年４月から翌年３月までの

免除期間の保険料を追納していることなど、申立期間の保険料が未納となっ

ていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5363 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から同年３月までの期間及び 59 年４月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年１月から同年３月まで 

② 昭和 59年４月から同年９月まで 

    私は、昭和 58 年 1 月に国民年金に任意加入してから 59 年 10 月に任意加

入の喪失手続をするまで国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の間の国民年金保険料を納付している上、申立期間は

それぞれ３か月、６か月と短期間である。また、社会保険庁の記録では、申

立期間当初に国民年金に任意加入し、申立期間直後の 59 年 10 月に任意加入

の喪失手続をとっていることが確認できる上、申立人が保険料を納付したと

する方法は、当時居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとす

る区役所では保険料の収納を取り扱っているなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5367                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年５月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 女 

     基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 40年３月まで 

私は、父親が私の国民年金の加入手続を行い、私が 20 歳になってからの

保険料を納付したと言っていたことをはっきり憶えている。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、任意加入期間も含め国民年金保険料をすべて

納付しており、共済組合から国民年金への切替手続を適正に行っている上、

申立期間は、11か月と短期間である。 

また、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 40 年８月 20 日時点では、

申立期間は過年度納付が可能な期間であり、申立期間の直後の期間は保険料

を納付済みである。さらに、父親がさかのぼって保険料を納付したことの申

立人の記憶は鮮明である上、申立人の申立期間の保険料を納付したとする父

親及び同居の母親は、申立期間の保険料が納付済みとなっているなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5368                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年８月から 56年３月まで 

私は、22 歳の時に国民年金の加入手続を行い、それまでの国民年金保険

料を２年分まとめて納付したことを憶えているほか、その後の保険料も納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 55 年４月から 56 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された 55 年 10 月時点は、当該期間の

国民年金保険料は現年度納付が可能な期間であり、保険料の納付期間、納付

方法、納付場所等の申立人の記憶は具体的であるなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 52 年８月から 55 年３月までの期間に

ついては、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出

された 55 年 10 月時点では、当該期間の一部は時効により納付することがで

きない期間である上、申立人には 58 年６月に別の国民年金手帳記号番号が払

い出され、56 年４月から 58 年３月までの保険料が過年度納付されているこ

とが確認できることから、申立人が主張する２年分の保険料をさかのぼって

納付したとする期間については、申立期間直後の２年分であると考えるのが

自然であり、ほかに別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらず、申立人が 52 年８月から 55 年３月までの期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                      

  

昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5369                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年６月から 43 年３月までの期間及び 49 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年６月から 43年３月まで 

             ② 昭和 49年１月から同年３月まで 

    私は、高校卒業後、父親の経営する会社に就職して、20 歳から国民年金

に加入した。当時、会社の経理を担当していた母親が国民年金保険料の納

付を行っており、父親の分と一緒に納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の保険料をすべて納付してい

るほか、厚生年金保険との切替手続も適切に行っており、申立期間はそれぞ

れ 10か月及び３か月と短期間である。 

また、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた昭和 43 年４月時点では、保険料を納付することが可能な期間であり、申

立期間直後の期間の保険料は納付済みとなっている上、納付方法、納付場所

等の申立人の記憶が具体的であり、納付したとする金額は、当該期間の保険

料とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

さらに、申立期間②については、申立期間前後の保険料は納付済みであり、

住所変更等の生活環境に変化はない上、申立人の保険料を納付していたとす

る母親及び同居の父親は、申立期間の保険料が納付済みであるなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年１月から 46 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から 46年６月まで 

    私の国民年金保険料は、昭和 45 年ごろ、亡くなった夫が国民年金の加入

手続をしてくれた後、最初は自宅を訪れた集金人に、後からは銀行に納付

書で納付していてくれた。転居する 46 年６月までは間違いなく保険料を

納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 45 年１月に国民年金に任意加入しているとともに、48 年 10

月以降は国民年金保険料をすべて納付しているほか、国民年金手帳記号番号

が払い出された 45 年１月ごろは、申立期間は現年度納付が可能な期間である。 

また、国民年金保険料を納付した期間、納付方法、納付場所、国民年金手

帳の色等について夫から聞いたとする申立人の記憶は具体的であり、当時の

納付方法等と合致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5371                                             

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私たち夫婦の国民年金保険料は、妻が区役所から送付された納付書で納

付した。申立期間も同様に妻が区役所の出張所で納付した。申立期間の保

険料が、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年２月から申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付

しており、申立期間は 12か月と短期間である。 

また、申立期間前後の保険料は、納付済みで、保険料の納付方法、納付場

所等の申立人の保険料を納付したとする妻の記憶は具体的である上、納付し

たとする金額は申立期間の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

さらに、申立期間直後の昭和 57 年４月から同年６月までの期間の納付記録

が、未納から納付済みに訂正されているなど、申立人の納付記録管理が適切

に行われていなかったことがうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5372                                               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私たち夫婦の国民年金保険料は、区役所から送付された納付書で納付し

た。申立期間も同様に区役所の出張所で納付した。申立期間の保険料が、

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年４月から申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付

しており、申立期間は 12か月と短期間である。 

また、申立期間前後の保険料は、納付済みで、保険料の納付方法、納付場

所等の申立人の記憶は具体的である上、納付したとする金額は申立期間の保

険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年 11 月から 43 年３月までの期間、44

年８月から同年 10 月までの期間、63 年４月から平成元年３月までの期間、

元年７月から同年９月までの期間及び４年８月から同年 11 月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 40年３月まで 

             ② 昭和 42年 11月から 43年７月まで 

             ③ 昭和 44年８月から 45年３月まで 

             ④ 昭和 56年 10月から 58年３月まで 

             ⑤ 昭和 60年４月から平成元年３月まで 

             ⑥ 平成元年７月から同年９月まで 

             ⑦ 平成４年８月から同年 11月まで 

    私は、申立期間⑤及び⑥について、国民年金保険料が未納である旨の通

知が来たので、娘に 30 万円位を納付してもらった。それ以外の申立期間

についても保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうちの昭和42年11月から43年３月までの期間及び申立期間③

のうちの44年８月から同年10月までの期間については、申立人が一緒に国民

年金保険料を納付したとする申立人の夫は納付済みである。 

申立期間⑤のうちの63年４月から平成元年３月までの期間及び申立期間⑥

については、申立人の娘は納付書の合計額が約30万円であったと明確に記憶

している上、２年４月以降は保険料を現年度納付していることが確認できる

ことから、この頃に時効にかからない過年度保険料の納付書が届いたと推測

され、昭和63年４月から平成２年３月までの過年度保険料及び平成２年度の

 



                      

  

保険料を合わせた額は、申立人の娘が記憶する保険料額とおおむね一致する

など、申立人の娘が当該期間の保険料を納付したとする申立内容に不自然さ

は見られない。 

また、申立期間⑦については、直前の保険料を定期的に納付していること

から、当該期間の保険料のみが未納となってていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①、申立期間②のうちの昭和43年４月から同年７

月までの期間、申立期間③のうちの44年11月から45年３月までの期間、申立

期間④については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、納付場所及び納付状況

に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間①、申立期間②のうちの43年４月か

ら同年７月までの期間、申立期間③のうちの44年11月から45年３月までの期

間については、一緒に納付したとする夫も当該期間の自身の保険料が未納と

なっているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。また、申立期間⑤のうちの60年４月から63年

３月までの期間については、申立人の娘が当該期間の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の娘は納付時

期に関する記憶が不明確であり、上記の63年４月から平成２年３月までの過

年度保険料を納付したと考えられる時点で、当該期間は時効により保険料を

納付することができない期間であるなど、申立人の娘が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年 11 月から 43 年３月までの期間、44 年８月から同年 10 月までの期

間、63 年４月から平成元年３月までの期間、元年７月から同年９月までの期

間、４年８月から同年 11 月までの期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5376                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年９月から 62 年３月までの期間、平成３年 11 月から４年

３月までの期間、同年６月から同年 12 月までの期間、５年２月及び同年３月

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納

付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年９月から 62年３月まで 

② 平成３年 11月から４年３月まで 

③ 平成４年６月から同年 12月まで 

④ 平成５年２月及び同年３月 

    私は、20 歳時に国民年金に加入したが、その後、大学生になった後、学

生は任意加入の対象であると知り、大学１年の時に、市役所で資格喪失の

手続を行った。再度実家に帰省した時に、加入当初の国民年金保険料の納

付書が届いていたので、銀行で保険料を納付した。また、大学卒業後の国

民年金加入期間は、年度内に納め忘れたときも過年度納付書で納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が当時居住していた市では、20 歳到達者に

対して職権適用を行っていたことが確認でき、申立人は、当該期間当時に所

持していた国民年金手帳について具体的に記憶している上、学生は任意加入

適用であることを知り、当時完成したばかりの市役所庁舎で資格喪失の手続

を行ったこと、実家に送付されていた納付書で加入当初の強制加入期間分の

国民年金保険料を納付したことを鮮明に記憶しており、その説明も具体的で

あるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立期間②、③及び④については、それぞれ短期間である上、前後

の期間の保険料は納付済みであること、申立期間④については、申立人が所

持する平成５年の確定申告書下書きの社会保険控除欄に記載された国民年金



                      

  

の支払保険料の金額は、当該期間を含む年間の保険料額とおおむね一致して

いることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年６月から３年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年６月から３年６月まで 

    母は、私が 20 歳の時に、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を集金人に納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立人の保険料を納付していたとする母親は、国民年金発足当

初から加入し、加入期間の保険料をすべて納付している。また、申立人の国

民年金手帳の記号番号は平成３年６月に払い出されており、申立期間の保険

料は現年度納付及び過年度納付することが可能であったこと、申立人が居住

していた区では９年 12 月まで集金人による保険料収納が実施されていたこと

など、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5378 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 43年３月まで 

 私の父は、申立期間を含め私の国民年金保険料をすべて納付してくれて

いた。父は、私が厚生年金保険に入っている期間でさえ保険料を納付して

くれていたのに、３年間も保険料を納めなかったとは考えられない。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、厚生年金保険加入期間である昭和 47 年５月から同年９月までの

期間、47 年 12 月、48 年４月から８月までの期間及び共済組合加入期間であ

る 50 年２月及び３月の保険料は、納付後還付されていることが確認できるな

ど、申立人の父親の納付意識は高かったものと考えられる。また、申立人の

国民年金手帳の記号番号は 38 年７月に払い出されており、申立期間の保険料

は現年度納付が可能である上、区の集金人に定期的に保険料を納付していた

とする方法は、当時居住していた区の納付方法と合致しているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5379 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年２月及び同年３月、同年５月から同

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年９月から同年 12月まで 

            ② 昭和 47年１月から同年３月まで 

            ③ 昭和 47年８月 

            ④ 昭和 51年９月 

            ⑤ 平成７年２月及び３月 

            ⑥ 平成７年５月から同年９月まで             

私は、昭和43年８月ごろ国民年金の加入手続を行った。その後、結婚す

るため会社を退職する際、「結婚したら、国民年金に加入した方がよ

い。」と会社の総務担当者に教えてもらい、国民年金に任意加入し、国民

年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間⑤及び⑥については、申立人は、昭和51年10月に結婚し、国民年

金手帳の記号番号が払い出された同年11月以降は、厚生年金保険から国民年

金への３回の切替手続を適切に行い、切替後の国民年金保険料も納付してい

る上、当該期間⑤及び⑥の間の平成７年４月の保険料は納付期限内に納付さ

れていることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、②、③及び④については、申立人が当該期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、当該期間は平成３年10月に資格得喪失記録が整備されたことにより未納

期間として追加された期間であり、当該期間当時は国民年金の加入期間とさ

れていなかった上、当該記録整備の時点では、当該期間は時効により保険料



                      

  

を納付できない期間であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年２月及び同年３月、同年５月から同年９月までの期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5380                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月の国民年金保険料については、付加保険料を含めて

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月 

    私は、厚生年金保険適用会社を退職した翌月に、姉の勧めで区役所に行

き、国民年金の任意加入の手続と付加保険料の申出を行った。しかし、そ

の１か月後には就職が決まったので、再び区役所へ行き資格喪失の手続を

行うとともに、付加保険料も含めた１か月分の国民年金保険料を窓口で納

めた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入後、申立期間を除き付加保険料を含め国民

年金保険料をすべて納付しており、申立期間は１か月と短期間である。また、

申立人の所持する国民年金手帳には、「付 昭和 50 年 1 月 17 日」の記載が

あり、同日に付加保険料納付の申出を行ったことが確認できる上、申立人は、

申立期間の翌月に区役所で資格喪失手続を行った際に付加保険料を含めた１

か月分の保険料を納付したことを鮮明に記憶しているなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5381 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年８月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 51年３月まで              

私は、昭和 54 年６月に転居してから間もなく、国民年金保険料の未納通

知を受け取ったので、役場に問い合わせたところ、役場の人から「過去に

未納があると将来年金をもらえなくなる」と言われ、その時未納だった保

険料をすべて一括で納付した。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付している上、申立人が申立期間の保険料をまとめて納付したとする時期

は、第３回特例納付実施期間中であり、申立人が納付したと記憶している金

額は、申立期間の保険料を第３回特例納付により納付した場合の保険料額と

おおむね一致している。 

また、申立人の転居先である町では、第３回特例納付実施期間中に、保険

料の納付記録に未納期間のある町民全員に対して勧奨通知を送付していたこ

とが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 39 年７月から 40 年３月までの期間及び 48 年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年７月から 40年３月まで 

             ② 昭和 48年４月から同年６月まで 

私が、20 歳になったとき、母が私の国民年金の加入手続を行ってくれた。

申立期間①については母が母と私の保険料を一緒に集金人に納付し、申立

期間②については、母が私たち夫婦の保険料を集金人に納付してくれた。

申立期間の私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払

い出された時点で、保険料を過年度納付することが可能な期間である上、一

緒に保険料を納付していたとする申立人の母親は、当該期間の自身の保険料

が納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、当該期

間前後の期間の保険料は納付済みである上、母親が一緒に保険料を納付して

くれていたとする申立人の妻は、当該期間の自身の保険料が納付済みである

など、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5385 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36年７月から 38年３月まで 

    私は、昭和 36 年３月ごろ国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の前後の国民年金保険料を納付している上、申立人と

当時同居し、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出されている申

立人の両親は、申立期間の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 
 



                      

  

東京国民年金 事案 5386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 52年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 50 年１月から 60 歳になるまで国民年金保険料を納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、昭和50年１月から60歳到達時まで申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付しており、申立期間は12か月と短期間である。また、申

立人夫婦が納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人夫婦が当時

居住していた区の納付方法と合致しており、保険料を納付したとする区役所

及び金融機関は、当時開設され、保険料の収納業務を行っていたなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 52年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 50 年１月から 60 歳になるまで国民年金保険料を納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、昭和51年１月から60歳到達時まで申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付しており、申立期間は12か月と短期間である。また、申

立人夫婦が納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人夫婦が当時

居住していた区の納付方法と合致しており、保険料を納付したとする区役所

及び金融機関は、当時開設され、保険料の収納業務を行っていたなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年２月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から同年６月まで 

私の母は、私の国民年金の再加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険に加入した昭和 42 年４月に、国民年金の加入手続

を行い、さかのぼって 41 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料を納付

しており、申立期間は５か月と短期間である。また、申立人が母親に 42 年４

月に交付された国民年金手帳を渡して再加入手続を依頼したとする説明は具

体的である上、保険料を納付したとする母親及び母親が保険料を納付したと

する同居の兄は、申立期間の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたもの認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5389 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私と従姉妹の３人は、当時営んでいた食料品店を訪れた区の集金人に未

納分の国民年金保険料を納付するよう勧奨され、申立期間の３人分の保険

料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 37

年７月時点では、申立期間の保険料を納付することが可能である上、申立人

等３人が保険料を納付するに至った経緯の説明は具体的である。さらに、区

の集金人に納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法

に合致しており、区の集金人は、当時、現年度保険料の収納に加えて、預り

証を発行して過年度保険料を収納できたことが確認できるなど、申立内容に

不自然さは見られない。    

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5390 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私と妹及び従妹の３人は、当時営んでいた食料品店を訪れた区の集金人

に未納分の国民年金保険料を納付するよう勧奨され、申立期間の３人分の

保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 36

年 12 月時点では、申立期間の保険料を納付することが可能である上、申立人

等３人が保険料を納付するに至った経緯の説明は具体的である。さらに、区

の集金人に納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法

に合致しており、区の集金人は、当時、現年度保険料の収納に加えて、預り

証を発行して過年度保険料を収納できたことが確認できるなど、申立内容に

不自然さは見られない。    

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5391 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私と姉及び従姉の３人は、当時営んでいた食料品店を訪れた区の集金人

に未納分の国民年金保険料を納付するよう勧奨され、申立期間の３人分の

保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 36

年 12 月時点では、申立期間の保険料を納付することが可能である上、申立人

等３人が保険料を納付するに至った経緯の説明は具体的である。さらに、区

の集金人に納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法

に合致しており、区の集金人は、当時、現年度保険料の収納に加えて、預り

証を発行して過年度保険料を収納できたことが確認できるなど、申立内容に

不自然さは見られない。    

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年３月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から同年９月まで 

    私は、結婚後、外国で仕事をするに当たり、国民年金に加入し、渡航ま

での期間の国民年金保険料をすべて納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年３月の国民年金加入以降、申立期間を除き国民年金保

険料をすべて納付しており、外国から帰国した後の国民年金の再加入手続、

第３号被保険者から第１号被保険者への切替手続及び厚生年金保険から国民

年金への切替手続を適切に行っている。 

また、申立人は申立期間中に数回転居しているが、国民年金の住所変更手

続をいずれも適切に行っていることが申立人の所持する国民年金手帳により

確認できることから、申立人は申立期間の納付書を入手し、保険料を納付し

ていたものと推認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5398 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 55年４月から 56 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 56年 12月まで 

私は結婚前に国民年金保険料の未納期間があったが、結婚後に妻が未納

期間の保険料をさかのぼって納付した。また、結婚後の保険料については、

妻が納付しており、妻の保険料は納付済みとなっている。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間のうち昭和 55 年４月から 56年 12 月までについては、結婚後、夫

婦二人分の国民年金保険料を納付していたとする元妻は、55 年４月の婚姻直

後に国民年金に加入したことが確認できる上、元妻自身の当該期間の保険料

は納付済みになっている。また、元妻は保険料の納付場所を鮮明に記憶して

いるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 52 年４月から 55 年３月までについて

は、申立人の元妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、元妻は申立人の保険料をさかのぼって納

付した記憶が無い上、申立人が結婚した 55 年４月時点では当該期間の一部は

時効により保険料を納付することができない期間であるなど、元妻が当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年４月から 56 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年５月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 62年５月 

私は、国民年金保険料の納付書が届けば、必ず納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。また、申立期間は、１か月と短期間であるとともに、申立期間

後に第３号被保険者から第１号被保険者への切替手続を行った昭和 62 年９月

及び 63 年８月並びに申立期間の未納記録が追加された 63 年 12 月のいずれの

時点においても過年度納付をすることが可能な期間である上、申立人が居住

していた区を管轄している社会保険事務所は申立期間の納付書は２回は送付

していると説明していることから、申立人は申立期間の納付書を入手し、保

険料を納付していたものと推認できるなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5400 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 60年１月及び同年２月 

私は、申立期間の保険料を金融機関で納付したはずであり、未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 55 年３月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、保険料の納付が困難な場合は、未納が生じないように免除申請

を行い、保険料が免除されている。 

また、申立期間は２か月と短期間であり、昭和 60 年３月に会社に入社する

までの期間を通じて申立人の生活状況に大きな変化は見られないなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5407                                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年６月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月から同年 10月まで 

私は、会社を退職後平成９年６月に、社会保険事務所で国民年金への加

入を申し込み、区から送付された納付書で国民年金保険料を納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年に国民年金に加入し、特例納付を行うとともに、その

後は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立期間は

５か月と短期間である。また、申立人が国民年金への再加入を申し込んだと

する社会保険事務所は、被保険者の求めに応じて再加入手続に必要な書類を

被保険者が居住する区に転送していたと説明している上、区から送付された

納付書により納付したとする方法は、申立人が居住していた区の納付方法と

合致しており、保険料を納付したとする金融機関は、申立期間当時開設され

保険料の収納を取り扱っている。さらに、納付したとする保険料額は、申立

期間の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。加えて、社会保険庁の記録では、申立期間当初の平成９年６月の国民

年金加入資格の取得記録は訂正された形跡がないことから、申立人は、厚生

年金保険から国民年金への切替手続を適切に行い、納付書の交付を受けて保

険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5408 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 14 年 11 月から 15 年２月までの国民年金

保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月から 60年３月まで 

             ② 平成 14年 11月から 15年２月まで 

私は、昭和 59 年４月ごろ、国民年金に加入し、申立期間①の国民年金保

険料を納付した。また、平成 14 年 10 月には、国民年金に再加入し、付加

保険料を含めて保険料を納付してきた。申立期間①の保険料及び申立期間

②の付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、４か月と短期間であるとともに、申立人は、当該

期間の前後の期間は、付加保険料を含めて国民年金保険料を納付しており、

当該期間直前の平成14年10月の定額保険料、付加保険料及び同年11月から15

年３月までの定額保険料を14年11月27日に納付している上、当該期間直後の

15年３月分の付加保険料を同年４月22日に納付していることが確認でき、そ

の時点で、当該期間についても一緒に納付することが可能であったことを踏

まえると、あえて当該期間に係る付加保険料を納付しなかったとするのは不

自然である。 

 また、社会保険庁の記録では、当該期間は、付加年金加入期間とされてい

ることから、当該期間の付加保険料納付書が発行され、申立人は納付書によ

り付加保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申

立人は、納付していたとする保険料の金額の記憶が曖昧
あいまい

であり、当該期間当

時国民年金手帳を受け取った記憶はないと説明しているなど、当該期間の保



                      

  

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。さらに、

申立人の基礎年金番号が付番された平成９年１月時点では、申立期間は時効

により保険料を納付できない期間であり、ほかに国民年金手帳の記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成14年11月から15年２月までの国民年金保険料については、付加保険料を

含めて納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5409  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から同年９月まで 

私の母は、私が 20 歳になった昭和 40 年に、私の国民年金の加入手続を

し、当時同居していた二人の兄の国民年金保険料と一緒に私の保険料を納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。また、

申立期間は６か月と短期間である。さらに、申立人の母親が区の集金人に保

険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法に合

致する上、二人の兄は、申立期間の保険料が納付済みとなっているなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5410                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年７月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年７月から同年 10月まで 

私は、会社を退職した昭和 52 年に国民年金に任意加入し、57 年に喪失

手続をするまで、国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をおおむね

納付している。また、申立期間は４か月と短期間である。さらに、納付書に

より保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方

法と合致しており、納付したとする金融機関は当時保険料の収納業務を行っ

ていたことが確認できる上、納付したとする保険料の金額は、申立期間の保

険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月から 43年３月まで 

             ② 昭和 46年４月 

    私たち夫婦は、昭和 39 年３月に転居した区で、それまで未納となってい

た国民年金保険料をすべて納付するとともに、その後は 60 歳になるまで保

険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人夫婦は、当該期間を除き、昭和 43 年度か

ら 60 歳になるまで国民年金保険料をおおむね納付している。また、当該期

間は１か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人夫婦が当該期間の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

また、申立人夫婦は、保険料の納付時期、納付方法、納付金額等の納付状況

に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、当時、申立人夫婦が居住していた区の集金人

は、現年度保険料の収納を行い、特例納付及び過年度納付の保険料の収納を

取り扱っておらず、何回か毎月１年分の保険料を区の集金人にさかのぼって

納付したとする方法は、当時の特例納付等の保険料の納付方法と異なるなど、

申立人夫婦が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月から 43年３月まで 

             ② 昭和 46年４月及び同年５月 

    私たち夫婦は、昭和 39 年３月に転居した区で、それまで未納となってい

た国民年金保険料をすべて納付するとともに、その後は 60 歳になるまで保

険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人夫婦は、当該期間を除き、昭和 43 年度か

ら 60 歳になるまで国民年金保険料をおおむね納付している。また、当該期

間は２か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人夫婦が当該期間の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

また、申立人夫婦は、保険料の納付時期、納付方法、納付金額等の納付状況

に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、当時、申立人夫婦が居住していた区の集金人

は、現年度保険料の収納を行い、特例納付及び過年度納付の保険料の収納を

取り扱っておらず、何回か毎月１年分の保険料を区の集金人にさかのぼって

納付したとする方法は、当時の特例納付等の保険料の納付方法と異なるなど、

申立人夫婦が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



                      

  

東京国民年金 事案 5416 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年６月から 51 年３月までの国民年金

保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 50年６月から平成 14 年３月まで 

        妹は、私の国民年金保険料を納付してくれており、区役所で昭和 50 年６

月に付加保険料の申出をしてから 60 歳になるまで付加保険料を含めて保険

料を納付してくれていたはずである。申立期間の付加保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 50 年６月から 51 年３月までの期間については、申立

人の所持する国民年金手帳に、「附加申出、昭和 50 年６月 18 日」と記載さ

れており、付加保険料の納付の申出が行われたことが確認できる上、申立人

の国民年金保険料を納付していたとする申立人の妹は、区役所で付加保険料

の納付を申し出た際に付加保険料を含めて保険料を納付したことを具体的に

説明しているなど、当該期間の付加保険料が未納とされていることは不自然

である。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 51 年４月から平成 14 年３月までの

期間については、申立人の妹が当該期間の付加保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、51 年４月から同年６月まで

の保険料が 51 年 10 月 19 日に還付決議されていることが還付リストで確認で

きるが、当該還付金額は定額保険料のみの金額であることから、51 年４月以

降は付加保険料が納付されていなかったと考えられる。 

また、妹名義の銀行口座の平成 11 年１月から 14 年４月までの取引記録に

よると、兄妹二人分の定額保険料に相当する金額が毎月引き落とされている

ことが確認できるものの付加保険料の引き落としは確認できないなど、申立



                      

  

人の妹が当該期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年６月から 51 年３月までの国民年金保険料については、付加保険料

を含めて納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5417 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの期間及び 49 年７月から同年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年 10月から 49 年３月まで 

             ② 昭和 49年７月から同年９月まで 

 私の妻は、結婚後の私の国民年金保険料を納付してくれていた。２つの

申立期間の間の昭和 49 年４月から同年６月までの保険料は納付済みであり、

申立期間の保険料を納め忘れたとは考えられない。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間はそれぞれ６か月及び３か月と短期間である上、申立期間の前後の期間の

保険料を納付している。また、申立人の国民年金被保険者名簿及び申立人の

所持する国民年金手帳から、申立期間前の昭和 48 年９月に住所変更手続が適

切に行われていることが確認でき、申立人は申立期間の納付書を受け取って

いたものと考えられるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男    

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

母は、私の国民年金の加入手続をし、私たち夫婦二人分の国民年金保険

料を私たち夫婦が昭和 42 年に転居するまで納付してくれていた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 36 年２月に払い出されており、申

立期間の保険料を現年度納付することが可能である上、申立人の母親が申立

人の保険料を納付したとする期間のうち 41 年４月から 42 年６月までの期間

については、申立人の所持する国民年金手帳により、３か月ごとに保険料が

納付され、妻と同一日に検認されていることが確認できるなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民 

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

夫の母は、私の国民年金の加入手続をし、私たち夫婦二人分の国民年金

保険料を私たち夫婦が昭和 42 年に転居するまで納付してくれていた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 36 年７月に払い出されており、申

立期間の保険料を現年度納付することが可能である上、申立人の夫の母親が

納付したとする期間のうち 41 年４月から 42 年６月までの期間については、

申立人の所持する国民年金手帳により、３か月ごとに保険料が納付され、夫

と同一日に検認されていることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5426 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年９月から 54 年３月までの期間及び

54 年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年９月から 54年３月まで 

             ② 昭和 54年 10月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 59年１月から 61年３月まで 

    私は、昭和 52 年に会社を退職後すぐに国民年金に任意加入して、以後は

定期的に国民年金保険料を納付してきた。また、59 年に任意加入の喪失手

続をした記憶はなく、するはずはないと思うので、申立期間①及び②の保

険料が未納とされ、申立期間③が国民年金に未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は申立期間を除く国民年金加入期間につい

て国民年金保険料をすべて納付している上、申立人は昭和 52 年に会社を退職

した後すぐに国民年金に任意加入したと説明しており、52 年９月 17 日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した直後の９月 26 日に国民年金の任意加入

の手続をしたことが国民年金手帳で確認でき、当該期間の保険料を現年度納

付することが可能であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立期間②については、当該期間前後の保険料は納付済みであり、

申立期間は３か月と短期間である上、当該期間及びその前後の期間を通じて

申立人夫婦の住所及び仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められ

ないなど、当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間③については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保

険料の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の国民年金手帳の資



                      

  

格喪失欄に昭和 59 年１月 12 日と記載され、区の印が押されていること、59

年５月に作成された年度別納付状況リストにおいても 59 年１月に国民年金の

資格を喪失していることが確認できることなど、当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年９月から 54 年３月までの期間及び 54 年 10 月から同年 12 月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5427 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和51年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和51年４月から同年６月まで 

    私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付は、父か兄が行って

くれていた。昭和49年９月に転居後は、自身で保険料を納付し、50年１月

にＡ店を開業した後は、当院に来ていた金融機関の職員に納付を依頼して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身で国民年金保険料の納付を開始したとする昭和49年９月以

降、申立期間を除き保険料をすべて納付しており、申立期間は３か月と短期

間である。また、申立人は、自身の開業するＡ店に来ていた金融機関の職員

に保険料と納付書を預けて保険料を納付していたと説明しており、申立期間

の前後の期間の保険料を現年度納付により納付していることが確認できるな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 3548                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 12月 11日から 36年８月４日まで 

             ② 昭和 36年 12月１日から 37年３月１日まで 

             ③ 昭和 37年３月６日から 38年８月 11日まで 

             ④ 昭和 39年 11月 17日から 41年８月 16日まで 

社会保険庁から年金記録の郵便が届き、申立期間について脱退手当金の支

給記録があることを知った。 

しかし、申立期間当時は、脱退手当金の制度については知らず、退職時に

会社から説明は無かったため、脱退手当金をもらっていないので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の最終事業所での厚生年金保険加入期間は脱退手当金の受給要件

である 24か月に満たない 21か月であるとともに、当該事業所の厚生年金保険

被保険者名簿に記載されている申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日で

ある昭和 41 年８月の前後２年以内に資格喪失した脱退手当金の受給要件を満

たす申立人以外の女性 20 名のうち、脱退手当金の支給記録がある者は２名し

かいないことや、当該事業所は脱退手当金の代理請求を行っていないと説明し

ていることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考

え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者期

間及び申立期間の間にある被保険者期間についてはその計算の基礎とされて

おらず、未請求となっている。しかしながら、６回の被保険者期間のうち、２

回の被保険者期間を失念するとは考え難い。 



 

さらに、申立人の脱退手当金は昭和41年９月18日に支給決定されているが、

その約２週間後に別の事業所に勤務し、厚生年金保険の被保険者となっており、

申立人が、その当時脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

加えて、社会保険庁オンライン記録の脱退手当金支給額は、法定支給額と

1,495円相違しており、社会保険事務所では、その理由について不明としてい

る。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3549                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年５月 21日から 47年９月 13日まで 

             ② 昭和 49年４月８日から 50年５月３日まで 

58 歳ごろ、社会保険事務所からの通知で、申立期間について、脱退手当

金が支給されていることを知った。 

しかし、それまで脱退手当金という制度があることも知らず、また、脱退

手当金を受給したとする時期には日本を離れており、脱退手当金を受け取っ

た覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の最終事業所での厚生年金保険加入期間は脱退手当金の受給要件

である 24か月に満たない 13か月であるとともに、当該事業所の厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約１年９か月後の昭和52年１月28日に支給決定され

たこととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したものとは考

え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしな

がら、５回の被保険者期間のうち、３回の被保険者期間を失念するとは考え難

い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3550                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 12月１日から 38年２月 15日まで 

             ② 昭和 38年２月 16日から 39年３月 16日まで 

平成 19年 12月に、社会保険事務所から申立期間について脱退手当金の支

給記録があり年金額に算入されないとの回答を受けた。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことや、受け取った覚えは無いの

で、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約４年後の昭和 43 年４月２日に支給決定されたこととなっており、事業

主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記

号番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままであり、申立期間

の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は、昭和 42 年

１月に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考

え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3562 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 49年 11月 13日に訂正し、同年 10月の標準報酬月額を

11万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月 13日から同年 11月 13日まで 

厚生年金保険の加入状況について、社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には申立期間を含む昭和 45年 10月 1日から現在まで継続して勤務して

いたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険及びＡ社の在籍証明書から、申立人が同社に継続して勤務し（昭和

49年 11 月 13日の事業所移転に伴う社会保険事務所の変更）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 49 年９月の社会保険事務

所の記録から、11万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3563 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社（現在、Ｂ社）における申立人の厚生年金

保険被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 28 年７月１日）

及び資格取得日（昭和 28 年 11月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額

を 4,500円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年７月１日から同年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。私は、昭

和 28年５月１日、同社に入社し、39年２月１日まで、一度も会社を辞めた

こともなく、住み込みにより申立期間を含め継続して勤務していたのは確か

であるので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 28 年５月１日に

厚生年金保険の資格を取得し、同年７月１日に資格を喪失後、同年 11 月１日

に同社において再度資格を取得しており、同年７月１日から同年 11 月１日ま

での申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

しかし、事業主及び複数の同僚の照会回答及び証言により、申立人が昭和

28年５月１日より 39年２月１日まで申立期間を含めＡ社に継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、事業主及び同僚二人は、申立人は正社員であったとし、「当時、正社

員は全員が住み込みで働き、申立期間における勤務形態や勤務内容に変化はな

かったと供述しており、正社員の場合は厚生年金保険料を給与から控除してい

た。」と供述している。 



 

さらに、社会保険事務所に記録のある従業員は、申立期間において、厚生年

金保険の記録が継続していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所

の記録から、4,500円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者

資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所が

これを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どお

りの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は申

立人に係る昭和28年７月から同年10月までの厚生年金保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3566      

 

第１ 委員会の結論 

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ法人は、当時、社会保険庁のオン

ライン記録では厚生年金保険の適用事業所となっていないが、適用事業所の要

件を満たしていたと認められるところ、申立人は、申立期間の厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ法人における資格取得日に係る記録を平成 12年２月 17日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年２月 17日から同年３月１日まで 

Ｂ法人からＡ法人に転籍した際に、転籍した時点でＡ法人が厚生年金保険

の適用事業所となっていなかったことから、申立期間が未加入期間となった。

同期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人が提出した申立人の賃金台帳、保険料控除証明書、労働者名簿及び雇

用保険の記録により、申立人はＡ法人に継続して勤務し（平成 12 年２月 17

日にＢ法人からＡ法人に転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録では、申立期間に、Ａ法人は厚生年金保

険の適用事業所となっていないが、同法人は平成 11 年 12月 22 日に社団法人

として設立されていることから、申立期間当時、Ａ法人は当時の厚生年金保険

法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ法人から提出された賃金台帳

に記載の保険料控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、Ａ法人が申立期間において適用事業所としての要件を備えている法人で



 

ありながら、社会保険事務所に厚生年金保険の適用事業所の届出を行っていな

いと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3567                                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成２年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 11月 21日から２年１月１日 

Ｂ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。同

社は、Ａ社の部署が分社化して独立する形で設立された会社であり、Ａ社か

ら引き続き勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人と同時期にＡ社からＢ社に転籍した上司等

の供述から、申立人は申立期間にＡ社に継続して勤務（平成元年 11月 21日に

Ａ社からＢ社に転籍）していたことが確認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは平成２年１月１日であり、申立期間において同社は

厚生年金保険の適用事業所となっていない。このことについて、Ｂ社の上司及

びＡ社の専務並びに同社勤務当時の上司等は、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所となるまでの期間は、Ａ社において厚生年金保険の被保険者資格を継続させ

ていたと考えられると供述している。 

また、Ａ社の専務は、申立人が転籍した当時のＢ社には経理事務を行う部署

は無く、Ａ社においてＢ社の経理事務を行っており、給与は、形式上はＢ社か

らの支給とされながらも、給与支給元であるＡ社から支給されていたと供述し

ており、申立人がＡ社からＢ社へ転籍するに際し、申立期間の厚生年金保険料



 

を転籍前と同様に、Ａ社の給与から控除していたと考えられるとしている。 

これらの事実、これまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人は、申立期間の厚生年金保険料をＡ社において事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険事務所

の記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3573 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成９年 10 月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月 16日から 10 年１月５日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、平成９年 10月 16日から勤務し、給与支払明細書では厚生年金保険

料が控除されているので、申立期間も被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書及びＡ社から提出された在籍証明書により、申立人は、平成

９年 10月 16日から同社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

から 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が保管していた健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および

標準報酬決定通知書において、申立人の資格取得日が平成 10 年１月５日とな

っていること及び厚生年金保険の記録における資格取得日が雇用保険の記録

における資格取得日と同じ 10 年１月５日であり、公共職業安定所及び社会保

険事務所の双方が誤って同日を記録したとは考え難いこと等から、事業主が同

日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る９年

10月から同年 12月までの期間に係る保険料について納入の告知を行っておら



 

ず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3574 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格喪失日に係る記録を昭和 28 年 12 月 31 日に、同社Ｄ営業所における資格

取得日に係る記録を 28 年 12 月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 12月 21日から 29 年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間に異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出のあった辞令から判断すると、申立人

は、同社に継続して勤務し（昭和 28 年 12 月 31 日に同社Ｃ工場から同社Ｄ営

業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 28 年 11 月及び 29 年

１月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は資格喪失届及び取得届等の資料の保存期間が過ぎており、これ

を破棄したことから不明としているが、事業主が資格取得日を昭和 28 年 12

月 31日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを 29年１月１日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 28年 12月の保険料について



 

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 45 年８月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月 21日から同年９月１日 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出のあった社員名簿及び雇用保険の加入記録から判断すると、申

立人が同社に継続して勤務し（昭和 45年８月 21日に同社Ｃ支店から同社Ｂ支

店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45 年９月の社会保険事務

所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3576 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 39 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月 30日から同年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社

には、申立期間も継続して勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が加入していたＣ健康保険組合の加入記録及びＡ社の回答から判断す

ると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 39 年５月１日に同社Ｂ工場から

同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年３月の社会保険事務

所の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は誤って昭和 39年４月 30日を資格喪失日として届け出たとして

いることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3577 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 36 年１月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 10月１日から 36 年１月 10日 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出のあった社員名簿及び雇用保険の加入記録から判断すると、申

立人が同社に継続して勤務し（昭和 36年１月 10日に同社Ｂ支店から同社Ｃ事

務所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年９月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ協会における資格取得日に係る記録

を平成６年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年５月１日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ協

会に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同協会には、平成６年５月 1日から勤務していたので、申立期間も厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ協会から提出された在籍証明書及び新規採用の辞令

により、申立人が同協会に平成６年５月１日から勤務していたことが認められ

る。 

そして、申立期間当時、Ａ協会で社会保険事務手続を担当していたとする者

は、同協会では、入社日から厚生年金保険・健康保険・雇用保険に加入させて

いた旨供述している。 

また、社会保険庁のオンライン記録上、申立期間を含む平成５年から７年ま

での３年間にＡ協会における厚生年金保険の被保険者資格を取得している 37

人の従業員について、同協会への入社日と資格取得日との関係をみたところ、

ほぼすべての従業員が入社日から厚生年金保険に加入していることが確認で

きる。 

これらのことから判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成６年６月の社会保険事務所

の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成９年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月 29日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には平成９年８月 31日まで継続して勤務していたので、申立期間も厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び事業主の回答により、申立人は、Ａ社に平成９年８

月 31日まで勤務していたことが認められ、また、事業主が、「末締末払の当月

控除としているので、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を控除した。」

としていることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、平成９年７月の社会保険事務所の

記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が保存している申立人に係る健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書に

おける資格喪失日が平成９年８月 29 日となっていることから、事業主は同日

を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年８月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還



 

付した場合を含む。）、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和 38年４月１日、資格喪失日が 40年８月１日とされ、当該期間のうち、同

年７月31日から同年８月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社Ｂ

工場における資格喪失日を 40 年８月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月 31日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 38年４月から平成 12年９月まで継続して雇用されており、空

白期間などあり得ないので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された勤続 25 年の表彰状及びＡ社から提出された労働者名

簿の写しにより、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 40 年８月１日に同社

Ｂ工場から同社の 100％出資子会社であるＤ社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40 年６月の社会保険事務

所の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該



 

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が事務手続を誤った

として、資格喪失年月日の訂正手続に係る届出を行ったものであることから、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年７月分の保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 44 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を４万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月 28日から同年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｃ支店に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には昭和 44年２月 28日まで勤務していたので、申立期間も厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の同僚等の供述により、申立人は、Ａ社Ｃ支店

に昭和 44年２月 28日まで勤務していたことが認められ、また、同社Ｃ支店の

当時の総務担当者が、「月末退職者について、退職日を資格喪失日として届け

出るような取扱いはなかった。申立人の給与から退職月に係る厚生年金保険料

も控除されていたはずである。」と供述していることから、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年１月の社会保険事務

所の記録から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 44 年３月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社



 

会保険事務所は、申立人に係る同年２月分の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成３年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 41 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月 31日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。当

時、グループ会社への異動はあったが、申立期間も同社に継続して勤務して

いたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び事業主の回答により、申立人がＡ社に継続して勤務

し（平成３年４月１日に同社から同社のグループ会社であるＢ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成３年２月の社会保険庁のオ

ンライン記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、資格喪失日について、平成３年４月１日として届け出るべきところを同

年３月 31 日として届け出たと認めており、また、事業主が資格喪失日を同年

４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月分の保険料の納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後



 

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



 

東京厚生年金 事案 3594                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 20 年 11 月 1 日に、資格喪失日に係る記録を 22 年

１月７日とし、20年 11月から 21年３月までの標準報酬月額を 60円、同年４

月から同年 12月までの標準報酬月額を 180 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年 11月から 22年１月７日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｃ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務した

のは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｄ工場が発行した勤務証明書及び申立人と同時期に入社した同僚の供

述から判断すると、申立人が申立期間に「雇員」としてＣ社に勤務していたこ

とが認められる。 

一方、Ｃ社は、社会保険事務所に厚生年金保険の適用事業所としての記録は

無いが、申立人が記憶している、申立人と同時期に同社に入社し、同じ業務に

従事していた複数の同僚、上司のほぼ全員及び申立人と同じ身分である複数の

雇員については、申立期間にＡ社において厚生年金保険の被保険者の記録があ

ることから、申立人についても同社において厚生年金保険の被保険者であった

と考えるのが相当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記同僚の標準報酬月額から、

昭和 20年 11月から 21年３月までの標準報酬月額を 60円、同年４月から同年



 

12月までの標準報酬月額を 180円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、厚生

年金保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後の被保険者資格

の喪失届も提出されているにもかかわらず、いずれの機会においても社会保険

事務所がこれを記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事

務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和 20年 11月から 21年 12月までの保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3595                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人の主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の標準報酬月額を平成６年２月から同年 10 月までは 53 万円に、

６年 11月から７年 11月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月１日から７年 12 月 31 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、当初の記録より引き下

げられていることがわかった。同社の取締役だったが、社会保険事務処理に

は関与していないので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金被保険者記録において、当初は、申立期間における申

立人の標準報酬月額は、平成６年２月から同年 10月までは 53万円、同年 11月から

７年 11月までは 59万円と記録されていたが、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった７年 12月 31日より後の８年２月 15日付けで、申立人の標準報酬

月額の記録が６年２月から同年 10月までは８万円、６年 11月から７年 11月までは

９万 2,000円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

また、社会保険事務所との標準報酬に係る手続を行ったＡ社の元代表取締役は、

申立人は同社の取締役になっていたが、厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

る１年前から同社Ｂ店の店長として従事しており、同社本部が行った社会保険事務

所との標準報酬月額の減額調整には一切関与しておらず、その調整内容についても

知らされなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、

有効な記録訂正があったとは認められず、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

標準報酬月額のとおり、平成６年２月から同年 10月までは 53万円に、６年 11月か

ら７年 11月までは 59万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 3602 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 20 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年 10 月か

ら 21 年３月までの期間は 200 円、同年４月から同年７月までの期間は 600 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年 10 月１日から 21 年８月 12 日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間

は召集により軍隊に入隊していたが、当該期間も同社から家族に対して給与

が支給されていたはずであり、かつ、同社に在籍していたのは確かなので、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった申立人に係る人事記録及び事業主の供述並びにＢ健

康保険組合から提出のあった申立人に係る健康保険被保険者加入証明書から

判断すると、申立人が昭和 13 年４月１日から申立期間も含め同社に継続して

勤務していたことが認められる。 

また、Ｃ省Ｄ局が保管する申立人に係る人事記録から申立人が軍隊に入隊し

ていたことが確認できる昭和 19 年８月 15 日から 21 年７月７日までの期間の

うち、19年 10月１日から 20年 10月１日までの期間については、社会保険事

務所の記録では、申立人がＡ社Ｅ工場において厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できる。 

一方、社会保険事務所の記録では、申立人は、昭和 20年 10月１日にＡ社Ｅ

工場における厚生年金保険の被保険者資格を喪失してから21年８月12日に同



 

社本社において被保険者資格を取得するまでの期間、厚生年金保険の加入記録

が無い。 

なお、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｅ工場は、昭和 20年 10月１日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できる。 

しかし、申立人のＡ社における申立期間及びその前後の期間の勤務は継続し

ており、また、社会保険事務所の記録では、同社Ｅ工場の解散に伴い、申立人

と同様に昭和20年10月１日に同社同工場における厚生年金保険の被保険者資

格を喪失していることが確認できる従業員のうち、多数の者が同日に同社本社

において被保険者資格を取得していることが確認できる。このことから判断す

ると、20 年 10 月１日から同社本社における資格取得日（21 年８月 12 日）ま

で、申立人の被保険者資格は、同社本社において有するべきであると考えられ

ることから、申立人の同社本社における厚生年金保険の被保険者資格取得日を

20年 10月１日とすることが必要である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 20年９月及び 21年８月の

社会保険事務所の記録等から判断すると、20 年 10 月から 21 年３月までの期

間は 200円、同年４月から同年７月までの期間は 600円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立人のＡ社本社における厚生年金保険の資格取得日

（昭和 21年８月 12日）は、軍隊に入隊していた申立人が復員後同社に初めて

出社したと供述している日及び同社が保管する厚生年金保険被保険者名簿に

おける申立人の資格取得日と一致しており、この日付は、社会保険事務所では

知り得ない人事上の日付であることから、事業主が同日を資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 20 年 10 月から 21 年７月ま

での保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3603 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 10月１日から 15 年４月 30日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標

準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成 14年 10月から 15年３月までは 36万円と記録

されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年

４月 30 日以降の同年７月７日に、申立人を含む３人の標準報酬月額の記録が

さかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、14 年 10 月から 15 年３月

まで 22万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、

このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

また、申立人は、Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本により、取締役であったことが

確認できるが、複数の従業員が、申立人は工事担当役員で社会保険事務の執行

権限は有していなかった旨供述していることから、申立人は、標準報酬月額の

訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 36 万円とすることが必要

であると認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3604 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 10月１日から 15 年４月 30日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標

準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成 14年 10月から 15年３月までは 36万円と記録

されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年

４月 30 日以降の同年７月７日に、申立人を含む３人の標準報酬月額の記録が

さかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、14 年 10 月から 15 年３月

まで 22万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、

このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

また、申立人は、Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本により、取締役であったことが

確認できるが、複数の従業員が、申立人は営業担当役員で社会保険事務の執行

権限は有していなかった旨供述していることから、申立人は、標準報酬月額の

訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 36 万円とすることが必要

であると認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年８月１日から 29年 11月 23日まで 

平成 20 年７月に、社会保険事務所から送付された厚生年金保険の被保険

者記録照会回答票により、Ａ社の厚生年金保険について、脱退手当金が支給

されている旨の回答をもらった。 

しかし、私は、この時まで脱退手当金の制度を知らなかったので、申立期

間当時、脱退手当金の申請を行うはずはなく、受給もしていない。 

このため、申立期間について、厚生年金保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の最初の被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしな

がら、２回の被保険者期間のうち、１年５か月の最初の被保険者期間を失念す

るとは考え難い。 

また、脱退手当金の支給対象となる最終事業所において、申立人が厚生年金

保険被保険者資格を喪失した日（昭和 29 年 11 月 23 日）の前後１年以内に被

保険者資格を喪失した女性従業員のうち、脱退手当金の受給要件を満たす者

12 名について、その支給記録を確認したところ、申立人と同様に、厚生年金

保険被保険者名簿に脱退手当金を支給したことを意味する「脱」表示がある者

６名の中には、社会保険庁オンライン記録に脱退手当金の支給記録が無い者が

２名いるが、その理由は不明であり、脱退手当金の支給に係る記録の管理が適

正に行われていないことがうかがえる。 

さらに、脱退手当金が支給されたとする額は、法定支給額と 2,700円相違し

ているが、その原因は不明である。 



 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 45 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 2,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月１日から同年 10 月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。 

       しかし、申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは確かなので、申立期間

を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立期間当時の役員及び従業員の供述から判断すると、

申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務し(昭和 45年９月１日に出向先のＢ

社からＡ社に復帰)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45年 10月の社会保険事務

所の記録から、７万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、これを確認できる資料が無く不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し



 

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3609 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 28万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年５月１日から同年６月 30日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務していた期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う

標準報酬月額より低いことが分かった。 

    しかし、申立期間当時、同社では、調理師として勤務しており、社会保険

関係の事務手続には関与していなかったので、申立期間の標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成 10年５月は 28万円と記録されていたところ、同社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年６月30日以降の同年11月９日

に、申立人を含む２名の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、

申立人の場合には、同年５月が９万 2,000円に訂正されていることが確認でき

る。社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 28 万円とすることが必要

であると認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3610  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 46年６月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月 15日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間

に異動はあったが、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された辞令から判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務し（昭和 46年６月 15日に同社Ｄ事業所から同社Ｃ事業所

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年７月の社会保険事務

所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店Ｃ事務所における資格取得

日に係る記録を昭和 41年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000円とする必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 12 月１日から 42 年１月４日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ支店Ｃ事務所で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答

をもらった。申立期間に異動はあったが、申立期間も継続して勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出された給料明細票及びＡ社の保管して

いる申立人の社内経歴台帳により、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 41

年 12月１日に同社Ｂ支店から同社Ｂ支店Ｃ事務所に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記給料明細票

の保険料控除額から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事



 

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3612 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格取得日に係る記録を昭和 26 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 8,000円とする必要がある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年６月１日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、申立期間においても、同社に継続して勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された社員名簿により、申立人がＡ社

に継続して勤務し（昭和 26年６月１日に同社本社から同社Ｃ工場に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 26 年７月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確認

できる関連資料及び周辺事情は無いが、事業主は正しい届出を行っていないこ

とを認めていることから、事業主が昭和 26 年７月１日を資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月分の保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3613 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る記

録を昭和 39 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 30 日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

本社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間に異動はあったが、申立期間においても、同社に継続して勤務して

いたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保有する申立人に係る労働者名簿から、申立

人が同社に継続して勤務し（昭和 39 年４月１日に同社本社から同社Ｂ工場に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年２月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が正しい届出を行っていないことを認めていることから、事業主が昭和 39

年３月 30 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年３月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3621 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立期間①について、申立人の標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果

50万円とされているところ、当該標準報酬月額は厚生年金保険法第 75条本

文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 47 万円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張す

る標準報酬月額（50 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間①の標準報酬月額に係る記録を、50

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額（47万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、申立人の標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない

記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、特例法に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、

平成 15 年７月 18 日は 55 万円、同年 12 月 19 日、16 年７月 20 日、同年 12

月 20日、17年７月 20日及び同年 12月 20日はそれぞれ 50万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年９月１日から 17年９月１日まで 

② 平成 15 年７月 18 日、同年 12 月 19 日、16 年７

月 20 日、同年 12 月 19 日、17 年７月 20 日、同年

12月 20日 



 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、給与か

ら実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していること

が判明した。また、申立期間②については、賞与から厚生年金保険料が控除

されていたにもかかわらず、標準賞与額記録が無いことが判明した。同社は、

社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効によ

り納付できず、申立期間①及び②の記録訂正は年金給付に反映されないとの

ことなので、年金給付に反映されるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の取引銀行口座に事業主から振り込まれた給

与額により、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

推認できる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、給与振込額において推認で

きる保険料控除額から、50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が、申立てに係る報酬月額の届出を当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に社会保険事務所に対して提出したことが確認できること

から、社会保険事務所は、給与振込額において推認できる保険料控除額に見

合う標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立期間①に係る標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

２ 申立期間②について、Ａ社から提出のあった申立人に係る賞与明細書等に

より、申立人は、申立期間②において、同社から賞与の支払を受け、厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準賞与額については、賞与明細書において確認でき

る保険料控除額又は賞与額から、平成 15 年７月 18 日は 55 万円、同年 12

月 19日、16年７月 20日、同年 12月 20日、17年７月 20日、同年 12月 20

日はそれぞれ 50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出していな

かったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3622～3645 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 15 日 

平成 17年 12月 15 日に支給のあった賞与から厚生年金保険が控除されて

いたが、Ａ社が当該賞与について、社会保険事務所に届出を行っていなかっ

たため、保険料として納付されていない状態であった。同社は、平成 20 年

５月に誤りに気付き、社会保険事務所に当該賞与支払届に係る記録の訂正の

届出を行ったが、既に２年以上経過していたため、当該保険料は時効により

納付できず、当該記録訂正は行われたものの、厚生年金の給付に反映されて

いないので、厚生年金が給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の賞与計算書及び健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届(以下「賞

与支払届」という。)の写しにより、申立人は、平成 17年 12月 15日に、同社

から賞与の支給を受け、申立期間について＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書及び賞与支払届の

写しから、＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）とすることが妥当である。 



 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかったこと、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住　所

3622 男 昭和12年生

3623 女 昭和22年生

3624 男 昭和11年生

3625 男 昭和21年生

3626 男 昭和24年生

3627 女 昭和38年生

3628 男 昭和29年生

3629 男 昭和23年生

3630 男 昭和25年生

3631 男 昭和28年生

3632 女 昭和34年生

3633 女 昭和28年生

3634 男 昭和22年生

3635 男 昭和48年生

3636 男 昭和40年生

3637 女 昭和37年生

3638 男 昭和52年生

3639 男 昭和54年生

3640 男 昭和45年生

3641 女 昭和40年生

3642 女 昭和53年生

3643 男 昭和56年生

3644 男 昭和52年生

3645 男 昭和54年生 35万円

45万円

58万円

45万円

38万円

35万円

38万円

48万円

70万円

52万円

52万円

38万円

60万円

42万円

65万円

55万円

68万円

75万円

48万円

標準賞与額

50万円

80万円

55万円

75万円

68万円



東京厚生年金 事案 3648                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 32 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000 円とす

る必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年８月１日から同年 10 月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社で勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間

に工場間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたはずなので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保有する申立人に係る職歴証明書及び申立人の同僚の供述から判断

すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 32 年８月１日に同社Ｂ工場

から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 32年 10月の社会保険事務

所の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 3649 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立期間に係る標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準

報酬月額の記録を平成３年 10 月から４年９月までは 36 万円、同年 10 月から

５年８月までは 38万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から５年９月 30 日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、平成３年 10月１日から５年９月 30日までの

標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬

月額と相違していることが判明した。同社では一般従業員として勤務して

おり、取締役となったことも知らなかったので、申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年

10月から４年９月までは 36万円、同年 10月から５年８月までは 38万円と記

録されていたが、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成５

年９月 30 日以降の同年 10 月 15 日付けで、申立人と代表取締役の２名の標準

報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正され、申立人の標準報酬月額が９万

8,000円に訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所においてこの

ような遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は商業登記簿によると、昭和 63 年以前からＡ社の取締役に就

いたことになっているが、顧問税理士事務所、事業主の知人の証言、雇用保険

の加入記録等から、申立人は、社会保険事務の手続に関与できる立場ではなか

ったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、適正な記録訂正があったとは認められず、事業主が社会保険事務所に当初



届け出た標準報酬月額（平成３年 10 月から４年９月までは 36 万円、４年 10

月から５年８月までは 38万円）に訂正する必要が認められる。 



東京厚生年金 事案 3650                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を平成 11 年５月から 13 年 12 月までは 28

万円、14 年１月から同年 12 月までは 26 万円、15 年１月から 16年 10 月まで

は 28万円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、平成 11 年５月から 16年 10 月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年５月１日から 16年 11月 26日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額よりも低いことが判明したので、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額は、平

成 11年５月から 16年 10月まで 22万円となっているが、申立人から提出され

た 11年から 14年の源泉徴収票及び 16年度Ａ市課税証明書、16年の年末調整

書類により、申立人は、11 年５月から 16 年 10 月までの期間については、そ

の主張する標準報酬月額（11年５月から 13 年 12月までは 28万円、14年１月

から同年 12月までは 26万円、15年１月から 16年 10月までは 28万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行について、事業主は、申立人から控除した厚生年金保険料額を納付したか否

かについては不明としているが、申立期間の源泉徴収票等において確認できる



厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険庁に記録されている

標準報酬月額が長期間にわたって一致しないことから、事業主は、源泉徴収票

等において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出てお

らず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



東京厚生年金 事案 3651                                                             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を平成 14年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかではない。 

申立期間②の申立人の標準報酬月額の記録については、平成 14年８月は 19

万円、14 年９月から同年 11 月までは 20 万円、14 年 12 月から 15 年８月まで

は 19万円に訂正することが必要であり、15 年７月４日の標準賞与額の記録に

ついては、26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該訂正後の標準報酬月額及び当該標準賞与

額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料及

び標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14年７月１日から同年８月１日まで 

             ② 平成 14年８月１日から 15年９月１日まで  

申立期間①について、社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会し

たところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答

をもらった。同社には、平成 14年７月１日から勤務し、厚生年金保険料が

控除されていたので、申立期間を被保険者として認めてほしい。 

また、申立期間②について、標準報酬月額及び標準賞与額が実際に控除さ

れていた保険料額に見合う標準報酬月額等と相違していることが判明した。

申立期間の保険料控除額を確認できる給与支払明細書を提出するので、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

 



第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について 

申立人から提出された給与支払明細書及び雇用保険の加入記録により、申

立人は、Ａ社に平成 14 年７月１日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除

額から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ａ社は既に解散しており、確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。  

２ 申立期間②について 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の平成 14年８月から 15年８月

までの標準報酬月額は 18 万円、15 年７月４日の標準賞与額は 25 万円とな

っているが、申立人から提出された平成 14年８月から 15年８月までの給与

支払明細書から、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬月額

及び標準賞与額に基づく保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額（標準賞与額）を改定又は決定し、記録訂正及び保険給

付を行うのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額又は報酬月

額（賞与額）のそれぞれに見合う標準報酬月額（標準賞与額）の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書において

確認できる支給額から、平成 14年８月は 19 万円、14年９月から同年 11月

までは 20 万円、14 年 12 月から 15 年６月までは 19 万円、給与支払明細書

において確認できる保険料控除額から、15 年７月及び同年８月は 19 万円、

標準賞与額については、賞与支払明細書において確認できる保険料控除額か

ら、15年７月４日は 26万円に訂正することが必要である。 

また、申立人に係る給与及び賞与の保険料の事業主による納付義務の履行

については、給与支払明細書等で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見

合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額及び標

準賞与額が平成14年８月から15年８月までの申立期間の全期間にわたり一

致していないことから、事業主は給与支払明細書等で確認できる報酬月額又



は保険料控除額に見合う標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該報酬月額及び賞与額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 3656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成３

年５月から５年２月までは 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年５月１日から５年３月 31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額となっていな

い。申立期間の標準報酬月額を、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、平成３年５月１日

以降は 53 万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった５年３月 31 日以降の同年５月 20 日の処理日で、５年３月 31 日を

資格喪失日とする届出が行われるとともに、８万円に訂正されており、同処理

日において、被保険者であった 12名中、申立人を含む 11名の記録が減額訂正

されている。社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正する

処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の標準報酬月額を、事業

主が、当初、社会保険事務所に届け出た 53 万円とすることが必要と認められ

る。 



東京厚生年金 事案 3657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 12月 31日から 55 年１月１日まで 

昭和 52年３月１日にＡ社に入社し、同社に 54年 12 月 31日まで勤務した

後、55年１月１日からＢ社に勤務したが、Ａ社における厚生年金保険被保

険者資格の喪失日が 54年 12月 31日となっている。申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の事業主の供述から判断すると、申立人は、昭和

54 年 12 月 31 日まで同社に勤務した後、55 年１月１日からはグループ会社で

あるＢ社に勤務しており、申立期間に係る保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 11月の社会保険事務

所のオンライン記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 3658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成

13年１月から 14年１月までは 30万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年１月１日から 14年２月 26日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額となっていな

い。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、資格取得日の平成

13年１月１日から 30万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった 14年２月 26日以降の同年３月１日の処理日で、申立人

を含む３名の記録が資格取得日にさかのぼって減額訂正されており、申立人に

ついては、30 万円から９万 8,000 円に訂正されているが、社会保険事務所に

おいて、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の標準報酬月額を、事業

主が、当初、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額の 30 万円とすることが

必要と認められる。 



東京厚生年金 事案 3659 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成６

年１月から同年 10月までは 53万円、同年 11 月から７年９月までは 59万円に

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から７年 10月 16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実

際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額となっていない。

申立期間の標準報酬月額を、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、平成６年１月から

同年 10月までは 53万円、同年 11月から７年９月までは 59万円と記録されて

いたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった７年 10月 25日以

降の同年 11月 29日の処理日で、７年 10 月 16日を資格喪失日とする届出が行

われるとともに、６年１月から同年 10月までは８万円に、同年 11月から７年

９月までは９万 2,000円へと訂正されており、同処理日において被保険者であ

った６名中、申立人を含む４名の記録が減額訂正されている。社会保険事務所

において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の標準報酬月額を事業主

が、当初、社会保険事務所に届け出た平成６年１月から同年 10 月までは 53

万円、同年 11月から７年９月までは 59万円とすることが必要と認められる。 



東京厚生年金 事案 3666 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 41 年 12 月１日に、資格喪失日に係る記録を 43 年２月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を、41 年 12 月から 42 年６月までの期間につい

ては３万 9,000 円、同年７月から 43 年１月までの期間については４万 5,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月１日から 43年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した昭和 37 年４月１日から平成 12 年３月 31 日までの期間のうち、

申立期間の記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、41年 12月１日付

けで同社本社から同社Ｂ支店に異動したが継続して同社に勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された、所属先、異動年月が記載された職務経歴表、回答書及

びＣ健康保険組合からの回答書並びに雇用保険の加入記録から判断すると、申

立人は、同社に継続して勤務し（昭和 41年 12月１日に同社本社から同社Ｂ支

店に異動し、43年２月１日に同社Ｂ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年 11 月、43 年２月の

社会保険事務所の記録及び同僚の記録から、昭和 41 年 12 月から 42 年６月ま

での期間は３万 9,000 円、同年７月から 43年１月までの期間は４万 5,000 円

とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から、申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その後被保

険者標準報酬月額算定基礎届や被保険者資格喪失届を提出する機会があった

こととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録して

おらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保

険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 41 年 12 月から 43 年１月までの保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 3667 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を、

平成８年７月から９年９月までの期間については 36万円、同年 10月から同年

12月までの期間については 34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住     所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年７月１日から 10年１月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた平成８年７月１日から 10 年 10 月 15 日までの期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い金額に訂正されていること

が判明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、平成８年７月から９年９月までの期間については 36 万円、

同年 10月から同年 12月までの期間については 34万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成 10年１月 31日）以降の同年２月４日付けで、申立人を含む９

名の標準報酬月額に係る記録がさかのぼって訂正されており、申立人の場合、８年

７月から９年９月までの期間については 36万円から９万 2,000円に、同年 10月か

ら同年 12月までの期間については 34万円から９万 2,000円に減額訂正されている

ことが確認できる。しかしながら、社会保険事務所において、このようなさかのぼ

りにより記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成８年７月から９年９月までの期間につ

いては 36万円、同年 10月から同年 12月までの期間については 34万円とすること

が妥当である。 



東京厚生年金 事案 3668 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 53 年 11 月８日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年 11月８日から同年 12月８日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 47 年４月１日から平成 13 年３月 31 日までの期間のう

ち、申立期間の記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、昭和 53 年 11

月８日付けで同社Ｂ支店から同社本社に異動したが継続して同社に勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された、回答書、在籍証明書、社員個人情報ファイル書及び同

僚の源泉徴収票並びに雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、同社に

継続して勤務し（昭和 53 年 11 月８日に同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53年 12月の社会保険事務

所の記録から、26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し



て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 3675     

                        

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成４年 12 月１日、資

格喪失日が 10 年１月１日とされ、当該期間のうち、９年 12 月 30 日から 10

年１月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の

計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を 10年１月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 41万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。             

                             

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男       

    基礎年金番号 ：            

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生          

    住    所 ：                

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 12月 30日から 10 年１月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。平成 10年１月１日にグ

ループ会社のＢ社に異動するまでＡ社に勤務しており、申立期間の厚生年金

保険料を控除されていたので、申立期間に被保険者であったことを認めてほ

しい。         

                       

第３ 委員会の判断の理由           

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成４年 12 月１日、資

格喪失日が 10 年１月１日とされ、当該期間のうち、９年 12 月 30 日から 10

年１月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額

の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間とされている。      

しかしながら、商業登記簿により、申立人は、申立期間において、Ａ社及

びそのグループ会社であるＢ社の両社の取締役であったことが確認できる。         

また、平成６年以降にＡ社からそのグループ会社のＢ社に転籍した従業員４



名の厚生年金保険の被保険者記録をみると、Ａ社における資格喪失日とＢ社に

おける資格取得日が全員同日となっている。   

これらを総合的に判断すると、申立人においても、申立期間について、Ａ

社に継続して勤務していたと考えるのが相当であり、申立人は、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。        

また、申立期間の標準報酬月額については、平成９年 11 月の社会保険事務

所の記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

が既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、事業主も既に死亡し

ており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いが、事業主が事務手続

を誤ったとして、訂正の届出を行ったものと推認できる。その結果、社会保険

事務所は申立人に係る平成９年 12 月の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 3676        

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間における標準報酬

月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。       

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男        

基礎年金番号 ：               

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生       

住    所 ：            

                       

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から４年１月 21日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に役員（総務部長）として勤務し

た期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与又は給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。              

                      

第３ 委員会の判断の理由     

社会保険事務所の記録では、申立人の標準報酬月額については、当初、平成

２年８月から３年 12月までの期間は 53万円と記録されていたところ、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（４年３月 31 日）の後の同年５月

２日付けで、申立人を含む６名（全員役員）について、２年８月１日に遡及
そきゅう

（他

の１名については、同年 10月１日に遡及
そきゅう

、他の１名については、同年 12月１

日に遡及
そきゅう

、他の２名については、平成３年８月１日に遡及
そきゅう

、他の９名について

は、３年９月１日に遡及
そきゅう

）して標準報酬月額が８万円に減額処理されているこ

とが確認できる。     

また、上記の減額処理が行われた当時、申立人は、商業登記簿により、Ａ社

の取締役であったことが確認できるものの、社会保険事務所の記録では、同社

が適用事業所でなくなった日（平成４年３月 31日）の前の同年１月 21日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失している上、雇用保険の支給を受けているこ

と及び同僚等の供述から、申立人は、上記の減額処理に関与していなかったと

認められる。      

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成２年８月から

３年 12 月までの期間に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的理



由は無く、当該期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 3677             

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 25 年４月１日に、また、Ｂ社（Ａ社から分離した会社、後にＣ社）にお

ける資格取得日に係る記録を同年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 8,000円とする必要がある。         

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：               

    生 年 月 日 ： 大正２年生    

    住    所 ：               

                              

  ２ 申立内容の要旨        

    申 立 期 間 ： 昭和 25年１月１日から 26年５月 25日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ｃ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。大学を卒業してから定年

まで同社に勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。   

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

                     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＣ社から提出のあった在籍証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 25年４月１日にＡ社からＢ社に転籍）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。      

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 24 年 12 月及び 26 年５月

の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。       

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 3678   

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①については、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間に係る標準報酬月額の記録を 38万円に訂正することが必要である。     

また、申立期間②のうち、平成５年８月 30日から同年 10月１日までの期間

については、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を５年 10 月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女      

    基礎年金番号 ：          

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生         

    住    所 ：       

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年 12月１日から５年６月１日まで  

             ② 平成５年８月 30日から６年２月５日まで  

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間①については、標準報酬月額が実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違し、申立期間②につい

ては、加入記録が無かった。申立期間①の標準報酬月額を正しい記録に訂正

し、申立期間②に被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録では、当初、申立期

間に係る申立人の標準報酬月額は 38 万円と記録されていたところ、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成５年８月 31 日）の後の７

年３月３日付けで、申立人を含む３名について、４年 12月１日に遡及
そきゅう

して、

申立人の場合、標準報酬月額が 17万円に訂正処理されている。    

また、申立人は、教師としてＡ社に勤務しており、上記の減額処理につい

ては、知らなかったと供述し、同僚１名も、申立人は社会保険の手続に関与



していなかったと供述している上、商業登記簿により、上記減額処理時に申

立人が同社の役員でなかったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立期間①に係

る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理する合理的理由は無く、当該期間の標準

報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立期間①に係る

申立人の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬

月額（38万円）と認められる。 

  ２ 申立期間②については、雇用保険の記録及び申立人の保管する「勤務報告

書」により、申立人がＡ社に勤務していたことが確認できる。       

また、申立期間②のうち、平成５年８月及び同年９月については、申立人

の保管する給与明細書により、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

さらに、申立期間②の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は

決定しており、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間②のう

ち、平成５年８月及び同年９月の標準報酬月額については、給与支給明細書

の報酬額から、12万 6,000円とすることが妥当である。        

加えて、社会保険庁の記録では、Ａ社は、既に申立期間②において厚生年

金保険法の適用事業所となっていないものの、商業登記及び複数の同僚に供

述等により、申立期間②当時、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断される。      

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主から聴取することはできないものの、事業主は、申立人の申立期間②に

おいて適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていな

かったと認められることから、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。   

一方、申立期間②のうち、平成５年 10 月１日から６年２月５日までの期

間については、申立人は保険料控除額があったことを確認できる給与明細書

等を保管しておらず、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってい

る上、事業主と連絡が取れず、当該期間に係る保険料控除額について確認す

ることができない。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、申立人は平成５年８月 30 日に

資格喪失したという記録は、同年 10 月７日に処理されていることが確認で

きる。  

このほか、申立期間②のうち、平成５年 10 月１日から６年２月５日まで



の期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②のうち、平成５年 10 月１

日から６年２月５日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3688                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 44 年

８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 9,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月１日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の関連会社であるＢ社から提出された人事記録に

より、申立人が、Ａ社に昭和 44 年８月１日から勤務していたことが確認でき

る。 

そして、Ａ社及びＢ社の人事担当者は、「Ａ社では、現在と同じように、申

立期間当時も、従業員を入社と同時に社会保険に加入させる取扱いをしていた

と思う。」と供述しており、Ｂ社の人事担当者は、「これまでＢ社で仕事をし

てきた常識から考えると、入社と同時に厚生年金保険に加入させないというこ

とは考えられない。」と供述している。 

このことは、Ｂ社に保管されているＡ社の従業員の人事記録関係資料と社会

保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿を照らし合わせ

ると、申立人を除く従業員 14名中 13名が、入社日と厚生年金保険の資格取得

日が一致していることからも裏付けられる（なお、１名は入社日と資格取得日

が１か月間相違しているが、この理由は不明とのこと）。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月の社会保険事務

所の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認め

られない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5349 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年６月から 46 年１月までの期間及び 47 年３月から同年８

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月から 46年１月まで 

             ② 昭和 47年３月から同年８月まで 

 私は、結婚後の昭和 36 年６月に勤務先を退職してすぐに、区役所で国民

年金に任意加入し、申立期間①については、納付書により期限ごとに金融

機関で国民年金保険料を納付していた。また申立期間②については、47 年

３月に勤務先を退職してすぐに、区役所で国民年金の再加入手続を行い、

保険料を納付していたと記憶している。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期に関する

記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が居住していた区では、申立期間①の大部分の

期間の保険料の納付方法は印紙検認方式であったところ、申立人は、印紙を

国民年金手帳に貼って保険料を納付した記憶はないと供述するなど、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持する国民年金手帳及び申立人の納付状況リストによる

と、申立人は昭和 47 年９月に国民年金に任意加入していることが確認できる

とともに、申立人の国民年金手帳の記号番号は同月に払い出されており、制

度上、任意加入者の納付義務は任意加入した月から発生することから、申立

期間の保険料をさかのぼって納付することはできず、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

 



                      

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5350                                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 48年３月まで 

私の国民年金は、結婚を機に、妻が、夫婦二人の加入手続を行い、夫婦

二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人夫婦の国民年金の加入手続及び

保険料を納付していたとする妻は、国民年金の加入時期、加入場所等の加入

状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるとともに、申立人夫婦が当時居住していた市

では、保険料の納付方法が印紙検認方式から納付書方式に、申立期間の中途

で移行しているが、印紙検認方式による保険料の納付方法及び保険料をさか

のぼって納付した記憶も曖昧
あいまい

であるなど、申立人の妻が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 48 年７月ごろに夫婦連番

で払い出されており、その時点では、申立期間の一部は時効により保険料を

納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5351 

                                      

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 48年３月まで 

 私は、結婚を機に、夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分

の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料  

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期、加入場

所等の加入状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるとともに、申立人夫婦が当時居住

していた市では、保険料の納付方法が印紙検認方式から納付書方式に、申立

期間の中途で移行しているが、申立人は、印紙検認方式による保険料の納付

方法及び保険料をさかのぼって納付した記憶も曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 48 年７月ごろに夫婦連番

で払い出されており、その時点では、申立期間の一部は時効により保険料を

納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5352（事案 1891の再申立） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年９月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年９月から 42年３月まで 

私は、経営していた会社を昭和 41 年９月に解散し、解散後すぐに区役所

出張所で国民年金の加入手続をして、夫婦二人分の国民年金保険料を納付

してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人夫婦が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、

国民年金の加入時期等の加入手続及び保険料の納付方法、納付場所等の納付

手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、保険料をさかのぼってまとめて納付した

記憶はないと説明するなど、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらないこと、また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

昭和 42 年４月ごろに夫婦連番で払い出されており、申立人は、現在所持し

ている 42 年４月１日発行の国民年金手帳が最初に交付されたもので、この

手帳以前に手帳を交付された記憶はないと説明するなど、別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことから、既に

当委員会の決定に基づき平成 20 年 11 月 27 日付けで年金記録の訂正は必要

ないとする通知が行われている。 

   申立人は、現在所持する上記の国民年金手帳が初めて交付された手帳では

なく、それより前に手帳が交付されていたはずであると主張するが、申立内

容に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められず、そのほかに

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立

人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



                      

  

東京国民年金 事案 5353（事案 1892の再申立） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年 12 月から 42 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：                       

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 12月から 42年３月まで 

    私は、昭和 38 年 12 月ごろ、区役所出張所で転居手続をした際に、国民

年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人夫婦が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、

国民年金の加入時期等の加入手続及び保険料の納付方法、納付場所等の納付

手続に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらないこと、また、申立人の国民年金手帳の記

号番号は、昭和 42 年４月ごろに夫婦連番で払い出されており、この時点で

は、当該期間の大半は時効により保険料を納付することができない期間であ

る上、申立人は申立期間当時に国民年金手帳を交付された記憶はないと説明

するなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年 11 月 27 日

付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

   申立人は、現在所持する国民年金手帳が初めて交付された手帳ではなく、

申立期間当時に、手帳が交付されていたはずであると主張するが、申立内容

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められず、そのほかに委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人

は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5359 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 12 月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 40年３月まで 

    私は、国民年金保険料を市役所支所で毎月納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

方法に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が

払い出された昭和 40 年９月時点では、申立期間の保険料は過年度分の保険料

となるが、申立人はさかのぼって保険料を納付した記憶及び市役所支所以外

で納付した記憶は無いと説明している上、申立人が当時から居住している市

では、市役所支所で過年度分の保険料を収納していなかったと説明している

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5360 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年 10 月から 41 年１月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月から 41年１月まで 

    母は、私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を自治会か婦人会

の集金人に納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金

の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとす

る母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が

不明確である。 

また、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出されている申立人

の上の妹は、20 歳になった昭和 40 年 10 月から 42 年 12 月まで国民年金に未

加入であるなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 43 年８月時点では、申

立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5361 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 35 年 10 月から 36 年３月までの期間及び 39 年８月から 53 年

７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 10月から 36 年３月まで 

         ② 昭和 39年８月から 53年７月まで 

私は昭和 53 年７月に国民年金に加入し、35 年 10 月から 53 年７月まで

の国民年金保険料を区役所で一括納付した。申立期間が国民年金に未加入

で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、国民年金制度の準備期間であり、国民年金保険料

の収納は行われない期間である。 

申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、第３回特例納付

により昭和 36 年４月から当該期間直前の 39 年７月までの保険料を納付して

いることが確認できるが、申立人が一括納付したとする金額は、当該期間の

保険料を特例納付及び過年度納付で納付した場合の金額と大きく相違するな

ど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。また、当該期間は、申立人の夫が厚生年金保険に加入していた期間

であり、申立人には任意加入適用期間となるため、制度上、当該期間の保険

料を特例納付することはできない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5362 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 11 月から 43 年２月までの期間、44 年２月及び同年５

月から 49 年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 11月から 43 年２月まで 

             ② 昭和 44年２月 

             ③ 昭和 44年５月から 49年 12月まで 

母は、私が 20 歳になった時に私の国民年金の加入手続を行い､国民年金

保険料を納付してくれていた。家業を継ぐために会社を退職した後は、集

金人を通じて自身で保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人の母親が当該期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納

付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明確である上、当該期間当時、申立人と同居していた長兄は、

当該期間の自身の保険料が未納であるなど、申立人の母親が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間③については、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、集金人を

通じて保険料を納付し、領収証書を受け取っていたと説明しているが、当該

期間の一部の期間の保険料の納付方法は印紙検認方式であり、過年度納付を

除き、領収証書は交付されない上、申立人の元妻は、婚姻後の 20 歳以降の

当該期間に対応する期間は国民年金に未加入であるなど、申立人が当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年７月

時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない

期間であり、申立人は、別の手帳を所持していたことはないと説明している

など、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年７月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年７月から 46年３月まで 

    私は、20歳になった昭和38年に市役所で国民年金の加入手続をし、国民

年金保険料を納付してきた。※印のようなマークが印字された保険料の納

付を督促するはがきを受け取り、保険料を納付したことを憶えている。ま

た、理容店で一緒に働いていた同僚は、当時の保険料が納付済みとなって

いると聞いている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由     

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続の状況及び保険料の

納付方法、納付金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が受

け取ったとするマークが印字された納付を督促するはがきは、申立人が当時

居住していた市では、申立期間後の昭和52年10月まで保険料徴収業務を電算

化しておらず、作成していなかったと考えられる。また、理容店の同僚から

当時の事情を聞くことができない上、申立人は、理容店の同僚と一緒に保険

料を納付したかどうか憶えていないと説明しているなど、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和46年12月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5365 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 12 月から 48 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 48年５月まで 

私は、会社を退職後の昭和 46 年１月ごろに市役所で国民年金の加入手

続をし、国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時、国民年金手帳

を所持していなかったと説明している上、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

であ

る。また、納付書により納付したとする方法は、申立人が当時居住していた

市の納付方法と異なるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年９月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年５月から 50 年５月までの期間及び 51 年１月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年５月から 50年５月まで 

             ② 昭和 51年１月から同年 12月まで 

    私の妻は、昭和 53 年か 54 年に私の未納だった国民年金保険料をすべて

特例納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、第３回特例

納付による納付済み月数に、昭和 52 年１月から 60 歳になるまで保険料を納

付した場合の納付月数を加えると、国民年金の受給資格期間を７か月超える

こと、及び申立人の妻は、第２回特例納付及び第３回特例納付による納付済

み月数に、52 年１月から 60 歳になるまで保険料を納付した場合の納付月数

を加えると、国民年金の受給資格期間を４か月超えることから、申立人夫婦

は、受給資格期間を満たすのに必要な納付月数を考慮して、第３回特例納付

により保険料を納付したものと考えられるなど、申立人の妻が申立人の申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5373                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年１月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から 49年３月まで 

私の父は、市役所で私と妹の国民年金の加入手続をした。その際市職員

から今なら 20 歳にさかのぼって保険料を納付することができると言われ、

私と妹の保険料をまとめてさかのぼって納付したと聞いている。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は、国民年金

の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立人の保険料を納付してい

たとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明確である。 

また、申立期間は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 52

年２月時点では時効により保険料を納付できない期間である上、特例納付の

実施期間でも無く、申立人が聞いている父親が納付したとする金額は、申立

期間の保険料を特例納付で納付すべき金額と大きく異なっているなど、申立

人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

さらに、申立人が、父親から聞いている国民年金の加入手続は１回であり、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 10 月から 43 年３月までの期間、45 年７月から同年 10

月までの期間及び 47 年５月から同年９月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年 10月から 43 年３月まで 

② 昭和 45年７月から同年 10月まで 

③ 昭和 47年５月から同年９月まで 

私は、両親に 20 歳になったら国民年金に加入するものと言われており、

私が結婚するまでは両親が私の国民年金保険料を納付してくれていたと聞

いているのに、申立期間の保険料が納付されていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとされる両

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確である上、申立期間は平成 10 年 12 月の厚生年金保険の記録整備により生

じた未加入期間であるなど、申立人の両親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 48 年１月時点で

は、申立期間①及び②は時効により保険料が納付できない期間である上、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間、41 年４月から 42 年３

月までの期間及び 43 年４月から 45 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 41年４月から 42年３月まで 

             ③ 昭和 43年４月から 45年３月まで 

    私は、妹と一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料は、父が経営する

店に区の職員が毎月集金に来ていたので欠かさずに納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が一緒に保険料を納付していたと

する妹は、申立期間当時の未納期間及び納付済み期間が申立人と同一であり、

申立期間の自身の保険料が未納である。また、申立人は、保険料を毎月区の

職員に欠かさず納付していたと説明しているが、申立人が所持する昭和 41 年

２月発行の国民年金手帳には、昭和 41 年度、43 年度及び 44 年度のページに

は検認印が押されておらず、それぞれの印紙貼付ページは切り離されていな

いこと、当該手帳により 42 年度の保険料を昭和 42 年６月及び 43 年１月にそ

れぞれ６か月分ずつ納付しており、さらに、申立人が当時居住していた区の

申立人の被保険者名簿により、昭和 38 年度１年分の保険料を昭和 39 年１月

に一括して納付していることが確認できることから、申立人が、当時毎月定

期的に納付していたとは考えにくいなど、申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5384 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年４月から 60 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 60年 12 月まで              

    私は、区民事務所に出向き、申立期間の国民年金保険料を納付していた。

昭和 58 年４月に被保険者の資格喪失の手続をしたことはなく、保険料は納

付し続けていたはずである。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

状況、納付金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、社会保険庁の記録では、

申立人は、昭和 58 年４月１日に被保険者資格を喪失したものとされている

ことに対し、申立人は、資格喪失の手続をしたことはなく、保険料の納付を

続けていたとしているが、任意加入被保険者の資格喪失は、基本的に被保険

者からの申出により処理され、資格喪失後は納付書が発行されないなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5392 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び 38 年５月から 44 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

             ② 昭和 38年５月から 44年３月まで              

私は、市役所で国民年金の加入手続をし、市役所又は郵便局で国民年金

保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況及

び保険料の納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間①に

ついては、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 37 年８月に夫婦連番で払

い出されていることが確認でき、当該払出時点で当該期間の保険料は過年度

保険料となり、納付書納付の方法によることとなるが、申立人は、印紙検認

により納付していたとしており、さかのぼって納付書により納付した記憶は

ないこと、また、申立期間②については、国民年金手帳記号番号払出簿の申

立人夫婦の欄には「不在」の記載があり、申立人は、手帳記号番号払出後に

不在扱いとなり、保険料が納付されていない時期があったと考えられること、

当該払出簿に不在扱いが回復された旨の記載が認められないことなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5393 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年６月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年６月から 42年３月まで 

    私の姉は、私が専門学校に入学し姉の家で同居し始めた昭和 39 年６月ご

ろに、私の国民年金の加入手続をし、昭和 41 年３月まで私の国民年金保険

料を納付してくれた。その後は、私の母が納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の姉及び母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間のうち、申

立人の姉が申立人の保険料を納付していたとする昭和 39 年６月から 41 年３

月までの期間については、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、申立人の姉は、申立人の保険料を含め学資や生活費を負

担していたと思うとしているが、具体的な保険料の納付状況等が不明確であ

る。また、申立人の母親が申立人の保険料を納付していたとする 41 年４月か

ら 42 年３月までの期間については､申立人は、保険料の納付に関与しておら

ず、申立人の母親から納付状況を聴取することができないため、当時の状況

が不明確であるなど､申立人の姉及び母親が申立人の申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 42 年８月時

点では､申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容およびこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年８月から 52 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月から 52年６月まで 

私は、婚姻した昭和 43 年６月に、国民年金の加入手続をし、39 年８月

分までさかのぼって国民年金保険料を納付し、その後も保険料を納付して

きた。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況及

び保険料の納付場所、納付方法、納付金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 54 年１月時点

では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 12 月から 59 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月から 59年８月まで 

私は、婚姻した昭和 44 年に国民年金の加入手続をし、60 歳になるまで

国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、納付していたとする保

険料の金額及び納付頻度の記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

59年９月に国民年金に任意加入しており、当該加入時点では、制度上申立期

間の保険料をさかのぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年３月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 49年 12月まで 

    私の夫は、結婚した昭和 40 年４月に私の国民年金の加入手続をし、夫婦

二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の私の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人及び保険料を納

付していたとする申立人の夫は、申立期間当時に交付を受けたとする申立人

の国民年金手帳の形式等及び納付したとする保険料の金額等の記憶が曖昧
あいまい

で

あるなど、申立人の夫が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年４月

時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5401 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年７月から 59 年７月までの期間及び 60 年１月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 57年７月から 59年７月まで 

           ② 昭和 60年１月から 61年３月まで 

私は、昭和 57 年７月に会社を退職し、翌日、区役所で国民年金の加入

手続を行い、その後、国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は国民年金の加入手続を行った時

期の記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料の納付状況を知っていると思われる母親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であ

ることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 61 年８月時点

では、申立期間①は時効により大部分は保険料を納付することができない期

間であり、申立期間②は過年度納付をすることが可能な期間であるが、申立

人はさかのぼって保険料を納付した記憶が無い上、別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5402 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年６月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 48年６月から 53年３月まで 

私は、市役所から国民年金への加入勧奨の葉書が来た昭和 48 年６月ごろ

国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は国民年金の加入時期、保険料額

等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人と国民年金手帳の記号番号が連番で払

い出され保険料を一緒に納付していたとする夫も申立期間の保険料は未納で

あるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 53 年５月時点では、申

立期間の過半は時効により保険料を納付することができない期間であり、申

立人は保険料をさかのぼって納付した記憶が無い上、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5403 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 58 年３月までの期間及び 58 年４月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 48年 10月から 58年３月まで 

           ② 昭和 58年４月から 61年３月まで 

私の国民年金保険料は、夫が納付しており、夫から年金はもらえるから

一人になっても安心しろと言われていた。申立期間①が未加入で、申立期

間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする夫から当時の納

付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。また、

申立期間①については、申立人は夫から保険料を納付したことを聞いたこと

が無いと説明しているなど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5404 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から同年 12月まで 

私は、納付書が届くと信用金庫の外交員へ依頼して国民年金保険料を納

付していた。督促状が届いた時も姉や姪と一緒に区役所で分割納付を依頼

して、その分はすべて納付しているはずである。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は保険料の納付時期、納付金額等

の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人が申立期間後に過年度納付したことが確

認できる昭和 60 年４月時点では、申立期間は時効により保険料を納付するこ

とができない期間であるとともに、申立人と同居し、同じ金融機関の外交員

に保険料を納付していたとする姉及び姪も申立期間の保険料が未納となって

いるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5405 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年５月から 46 年１月までの期間及び 46 年 10 月から 51 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 43年５月から 46年１月まで 

           ② 昭和 46年 10月から 51年６月まで 

  私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年５月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期

間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5406 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から 50年９月まで 

  私の国民年金保険料は、自宅で開業していた鮮魚店の会計を担当してい

た母が、父、母、私の夫と私の４人分を集金人に納付し、納付書に変わっ

てからも納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は保険料の納付に関与してお

らず、保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取するこ

とができないため、当時の状況が不明確であるなど、申立人の母親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年３月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期

間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 11 月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 11月から 41年３月まで 

私は、昭和 45 年の離婚後に国民年金に加入し、それまで未納だった国

民年金保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付時期、納付額等

の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5414               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年９月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

また、申立人の昭和 47 年 10 月から 54 年８月までの期間及び 61 年４月か

ら 63 年 10 月までの期間の付加保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 10月から 54年８月まで 

             ② 昭和 59年９月から 61年３月まで 

             ③ 昭和 61年４月から 63年 10月まで 

  私は、国民年金に加入した昭和 47 年 10 月から平成元年７月まで、付加

保険料を含めて国民年金保険料を納付してきた。申立期間②が未加入とさ

れ、申立期間②の保険料が未納とされていることに納得できない。また、

申立期間①及び③の付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間②については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保

険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人は、当該期間当初の昭

和 59 年９月に 60 歳になっており、制度上、当該期間は、国民年金に加入

できない期間である上、申立人が国民年金手帳に貼付している３通の「年

金手帳（国民年金）の記載更正通知書」（以下「通知書」という。）のう

ち 61 年６月 13 日付けの通知書には、制度改正により 60 歳以上 65 歳未満

の者が国民年金に任意加入できるようになった当該期間直後の 61 年４月に

任意加入したと記載されているなど、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

２ 申立期間①及び③については、申立人が当該期間の付加保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は付

 



                      

  

加保険料の納付書の形式、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。

また、申立人が所持する昭和 54 年９月 22 日付け通知書に申立期間①直後

の 54 年９月に付加保険料納付を申し出たと記載されており、それより前の

47 年４月 1 日発行と印刷された国民年金手帳及び 53 年４月 21 日付け通知

書には、付加保険料納付の申出日が記載されていない。さらに、61 年６月

13 日付けの通知書には、申立期間③当初に国民年金に任意加入したと記載

されているものの、付加保険料納付の申出日は記載されていないなど、申

立人が当該期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が昭和 59 年９月から 61 年３月までの国民年金保険料を

納付していたものと認めることはできない。 

  また、申立人が昭和 47 年 10 月から 54 年８月までの期間及び 61 年４月

から 63 年 10 月までの期間の付加保険料を納付していたものと認めること

はできない。  



                      

  

東京国民年金 事案 5415 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年５月から同年７月までの期間、37 年２月及び同年９月

から 42 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年５月から同年７月まで 

             ② 昭和 37年２月 

             ③ 昭和 37年９月から 42年３月まで 

私は、昭和 36 年に結婚してから夫婦二人分の国民年金保険料を納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付方法、納付場所、納付頻度等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である

上、申立人が保険料を納付していたとする夫も、申立期間のうち昭和 40 年

４月から 42 年３月までの保険料を第１回特例納付により納付した 46 年 10

月 19 日の直前の時点では、申立期間の保険料が未納となっているなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 39 年 11 月

時点では、申立期間①、②、及び③の一部は時効により保険料を納付できな

い期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5420 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月から 50 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 50年６月まで 

    私は、昭和 47 年９月の結婚を機に、市役所で国民年金に加入し、国民年

金保険料を納付していた。その後、49 年８月に他市へ転居した後も、転居

前の市役所で交付された納付書で保険料を納付した。申立期間が未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、納付したとする保険料額等の

記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の所持する国民年金手帳及び市の被保険者名簿

から、申立人は、昭和 50 年７月に国民年金に任意加入していることが確認で

き、任意加入の場合には制度上、申立期間の保険料をさかのぼって納付する

ことができないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年７月から 40 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 40年２月まで 

私の母は、私が 20 歳になった時から学生の間、私の国民年金保険料を納

付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人は、卒業後に母親から国民年金手帳を受け取ったことや所持

した記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間当時、申立人の住民票があったとする市及

び所轄社会保険事務所において、国民年金手帳の記号番号が払い出された記

録も無く、手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5422     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年７月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年７月から 51年６月まで 

    私は、申立期間は厚生年金保険の被保険者であったにもかかわらず、国

民年金保険料を納付していた。還付を受けた記憶は無く、社会保険庁には、

いつどの口座に還付したかの資料も残っていないのに、申立期間の保険料

が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書により、申立期間の国民年金保険料が納付され

ていたことは確認できるものの、「還付・充当・死亡一時金等リスト」に申

立期間の保険料の還付金額、還付期間、還付決議日及び還付理由が明確に記

載されており、当該記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する保

険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5423                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年６月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年６月から 45年３月まで 

私は、時期は不明であるが、昭和 48 年以降に母から年金手帳と領収証書

を受け取り、母が国民年金保険料を納付していたことを聞いた。申立期間

の保険料は、母が納付してくれていたはずであり、未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間当時の保険料納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする

母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明確であるなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 45 年３月ごろ

の時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができな

い期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5424     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年２月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年２月から 57年３月まで 

    私の夫は、結婚した時に私の国民年金の加入手続をし、私の 20 歳から結

婚するまで未納であった３年分の国民年金保険料をまとめてさかのぼって

納付してくれた。その後は、夫が夫婦二人分の保険料を郵便局で納付して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする夫は、申立人の 20

歳から婚姻するまでの保険料をさかのぼって納付したとしているが、納付金

額に関する記憶が不明確であるなど、夫が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 57 年３月時点

では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期間

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5425 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年 11 月から 45 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 45年７月まで 

私は、昭和37年に高校を卒業後、両親が共働きのため家事手伝いをして

いた。父は、私が20歳になった時、国民年金の加入手続をし、国民年金保

険料を納めてくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、昭和43年以降は父親と別居しており、保険

料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができな

いため、当時の状況が不明確であるなど、申立人の父親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和63年１月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5428 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 49 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 49年５月まで 

私は、昭和 42 年４月に父の経営する会社に入社したときに、市役所で

国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は昭和 42 年４月に市役所で国民

年金の加入手続をしたと説明しているが、当該市への住所変更は 42 年 10 月

であることが戸籍の附票で確認でき、42 年４月時点では当該市役所で国民年

金の加入手続はできない上、申立人は、国民年金の加入手続及び納付方法等

に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年９月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5429   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 46年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、私が国民健康保険料と一緒に納付してい

たか又は母が納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の国民

年金の加入手続及び保険料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の母親

から当時の状況を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 46 年２月に払い出されてい

ることが確認でき、申立期間より前又は申立期間当初の時期に申立人の実家

が所在する市又は当時申立人が居住していた区で申立人の手帳記号番号が払

い出された記録は無いこと、申立期間直前の 39 年 10 月から 40 年３月までの

納付済みの保険料は上記の 46 年２月に払い出された手帳記号番号をもって納

付されており、同月以降に納付されたものと考えられること、母親と連番で

国民年金手帳の記号番号が払い出され、実家の事業を継いだ兄は、36 年４月

から 49 年３月までの保険料は未納であり、婚姻前に申立人と同居していた姉

も 20 歳になった 37 年９月から婚姻までの期間は国民年金に未加入であるこ

となど、申立人及び申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5430 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年９月から 42 年４月までの期間、45 年４月から同年 10

月までの期間及び 46 年４月から 47 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年９月から 42年４月まで 

             ② 昭和 45年４月から同年 10月まで 

             ③ 昭和 46年４月から 47年３月まで 

    私の母は、国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付してくれて

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親

から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確

であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が居住していた区及び所轄社会保険事務所において、申立人

の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5431 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 53年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 55 年ごろ国民年金の加入手続を行い、夫婦２人分の

未納分の国民年金保険料をすべて一括納付し、以来ずっと付加保険料を含

めて保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、附則４条納付者リストから、申立人は、昭和 55

年６月 13 日に、36 年４月から 49 年３月までの保険料を第３回特例納付によ

り納付していることが確認できるが、申立人は、当該納付時点において、特

例納付をしなければ 60 歳到達時まで保険料を納付したとしても年金の受給

資格期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要となる納

付月数を考慮して特例納付をしたと考えられること、申立人は、取引金融機

関で定期預金を解約して納付したと説明しているが、当該金融機関で昭和 55

年４月から８月までの間に定期預金を解約した記録はないことなど、申立人

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5432 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 53年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 55 年ごろ国民年金の加入手続を行い、夫婦２人分の

未納分の国民年金保険料をすべて一括納付し、以来ずっと付加保険料を含

めて保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、附則４条納付者リストから、申立人は、昭和 55

年６月 13 日に、36 年４月から 49 年３月までの保険料を第３回特例納付によ

り納付していることが確認できるが、申立人は、当該納付時点において、特

例納付をしなければ 60 歳到達時まで保険料を納付したとしても年金の受給

資格期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要となる納

付月数を考慮して特例納付をしたと考えられること、申立人の夫は、取引金

融機関で定期預金を解約して納付したと説明しているが、当該金融機関で昭

和 55 年４月から８月までの間に定期預金を解約した記録はないことなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年１月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から 52年３月まで 

    私は、子供が１、２歳だった昭和 48 年ごろ、大家さんの奥様に国民年金

への加入を勧められて、区役所出張所で国民年金に加入し、国民年金保険

料を納付していた。手書きの領収書を受け取った記憶もある。申立期間が

未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された昭和 52 年５月時点では、申立期間の過半は時効により保険料を納

付することができない期間である上、申立期間は国民年金の任意加入適用期

間であり、さかのぼって保険料を納付することはできないなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は現在所持する上記の昭和 52 年に交付されたとみられる国

民年金手帳以外の手帳を所持していた記憶はないと説明しているなど、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 3551                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年８月１日から 40年１月１日まで 

             ② 昭和 40年３月 24日から同年 10月３日まで 

             ③ 昭和 40年 11月１日から 44年４月 20日まで 

平成 20 年３月ごろ、社会保険事務所で厚生年金保険の加入状況について

確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知っ

た。 

しかし、脱退手当金の制度については知らず、請求手続を行ったことや、

もらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後の昭和 44年７月 11日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3552                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年８月 10日から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 24年４月１日から同年 10月 16日まで 

             ③ 昭和 28年５月８日から 30年１月 27日まで 

             ④ 昭和 30年１月 27日から 31年４月 22日まで 

私が 78 歳のころ、姉に頼み年金記録を確認してもらったところ、申立期

間について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金が支給されたとする当時は制度も知らず、脱退手当金

の請求手続を行ったことや、もらった記憶も無いので、脱退手当金の支給記

録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給月数、支給金額

及び支給年月日が記載されている上、申立人の脱退手当金は昭和 33年３月 18

日に支給決定されており、当時が通算年金制度創設前であったことを踏まえる

と、申立期間後我が国での年金制度への加入歴が無い申立人が脱退手当金を受

給することに不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3553                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年９月 29日から 33 年９月９日まで              

年金問題が騒がれるようになり、社会保険事務所で年金記録を確認したと

ころ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、当時厚生年金保険については何も知らず、脱退手当金をもらった

記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 33 年９

月９日の前後６か月以内に資格喪失した者 29 名の脱退手当金の支給記録を確

認したところ、全員について脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪

失日から４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされているとともに、当該支

給決定の記録がある者のうち３名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨

の供述をしていることや、当時は通算年金制度創設前であったことを踏まえる

と、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと

考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたと

する昭和 33 年 12 月 26 日の直前の同年 11月 26 日に、脱退手当金の算定のた

めに必要となる標準報酬月額等をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ

回答したことが記録されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の

誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3554                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年４月１日から 27年 12月１日まで 

             ② 昭和 28年 11月１日から 33年４月９日まで 

57 歳ごろに、社会保険事務所へ年金支給額の確認に行ったところ、申立

期間について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間②の事業所を退職する時には、再就職をするつもりでお

り、事業所の担当者に厚生年金保険を脱退しない旨を伝え、脱退手当金を受

け取らなかったので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 33 年４月９日

の前後２年以内に資格喪失した者９名の脱退手当金の支給記録を確認したと

ころ、７名について脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から

６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当時は通算年金制度創

設前であったことを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る最終事業所における厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 33 年９月３日に支給決定さ

れており、事務処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても、受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3555                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月 15日から 27年 10 月 16日まで 

             ② 昭和 30年７月 10日から 31年３月 31日まで 

平成 20 年８月ごろ、社会保険事務所で厚生年金保険の加入状況について

確認したところ、申立期間について、脱退手当金の支給記録があることを知

った。 

しかし、申立期間②の事業所については勤務した覚えはなく、脱退手当金

をもらった記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間②に係る事業所については勤務した覚えがないと主張し

ているが、申立期間①及び②の厚生年金保険被保険者名簿は、同一の厚生年金

保険被保険者記号番号で管理されている上、申立人の厚生年金保険被保険者台

帳には、申立期間①及び②の事業所名や標準報酬月額等が記載されており、申

立人の主張は不自然である。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたこと

が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは

無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約２か月後の昭和 31年５月 31日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前

であり、申立期間に係る最終事業所を退職後、昭和 42 年３月まで厚生年金保

険への加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかが

えない上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3556                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月２日から 37 年 12月 21日まで 

平成 11 年３月ごろ、社会保険事務所で年金受給の手続を行ったところ、

申立期間について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金が支給されたとする時期には、実家に帰省していたが

脱退手当金を受け取った覚えは無く、退職後、２年８か月も経ってから請求

手続を行うことも無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間の事業所を退職後、長期間の国民年金保険料の未

納期間があるなど、年金に対する意識が必ずしも高かったとは考え難い上、申

立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3557                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年３月 27日から 30 年８月９日まで 

老齢年金の受給資格について社会保険事務所へ相談に行ったところ、申立

期間について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金の制度については知らず、脱退手当金をもらった覚え

は無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

載されているとともに、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約２か月後の昭和 30年 10月５日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前で

あり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱

退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても

受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3558                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 10月１日から 41 年１月１日まで 

60 歳ごろ、社会保険事務所で年金記録の確認を行ったところ、申立期間

について脱退手当金が支給されていることを知った。 

しかし、申立期間以前に勤務していた事業所では脱退手当金を受け取った

覚えはあるが、申立期間については受け取った記憶は無いので、脱退手当金

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁の記録上、申立期間と合算して脱退手当金が支給され

たこととなっている申立期間以前に勤務した期間については、脱退手当金を申

立期間以前に受給したと主張しているが、申立期間以前に脱退手当金の支給記

録は無いほか、脱退手当金を受給していたことをうかがわせる事情は無く、申

立人の主張は不自然である。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたと

する昭和 41 年６月 24 日の直前の同年５月 18 日に、脱退手当金の算定のため

に必要となる標準報酬月額等を社会保険庁から当該脱退手当金の裁定庁へ回

答したことが記録されている上、申立期間に係る厚生年金保険被保険者原票に

は脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されていると

ともに、申立期間の脱退手当金は、オンライン記録上、申立期間後に申立期間

とそれ以前の期間を基礎として脱退手当金が支給されており、同一の被保険者

記号番号で管理されている申立期間とそれ以前の期間を支給期間とした脱退

手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約６か月後の昭和 41 年６月 24 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



 

さらに、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給したこと

を疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3559                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年６月 15日から 36 年 11月１日まで 

社会保険事務所へ年金の受給資格について相談に行ったところ、申立期間

について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、退職時に脱退手当金をもらった記憶は無く、脱退手当金が支給さ

れたとする時期は、子供が幼く脱退手当金の請求手続を行える余裕は無かっ

たので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間前に加入した共済組合から退職一時金を受給して

おり、申立期間の脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申

立期間の事業所を退職後、昭和 61 年４月まで国民年金に加入しておらず、年

金に対する意識が必ずしも高かったとは考え難いほか、申立人から聴取しても、

受給した記憶が無いというほかに申立期間の脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3560                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年４月１日から 25年１月 31日まで 

             ② 昭和 26年１月 12日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 27年 10月１日から 33年３月１日まで              

ねんきん特別便で厚生年金保険の加入記録が無いことに気付き、社会保険

事務所で年金記録の確認を行ったところ、申立期間について、脱退手当金の

支給記録があることを知った。 

しかし、会社から脱退手当金について説明を受けたことは無く、受け取っ

た覚えも無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和33年５月12日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前で

あり、申立期間後に厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給す

ることに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無

いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3561                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 11月１日から 44年９月 30日まで 

             ② 昭和 44年 10月１日から 45 年 10月１日まで 

平成 20 年５月ごろ、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立

期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことや、もらった記憶は無いので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に軽微な計算上の誤差が認められるものの、支給されたとする額は法定支

給額とほぼ一致しており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間に係る最終事業所を退職後、国民年金の強制加入

期間であるにもかかわらず、昭和 53 年７月まで国民年金の加入手続を行って

おらず、申立期間当時は、年金に対する意識が必ずしも高かったとは考え難い

上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3564 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 45年５月から同年 11 月まで 

             ②昭和 63年 10 月から平成元年４月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①、及びＣ社に勤務した申立期間②の

加入記録が無い旨の回答をもらった。それぞれの会社に季節工として勤務し

ていたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①においてＢ社では、同社には申立期間当時の人事記録等の資料

が残されておらず、申立人のＡ社時代における勤務実態や厚生年金保険料の

給与からの控除の有無については不明としているほか、当時の同社では、申

立人のように季節工として入社していた従業員は、社会保険に加入させてい

なかったとしている。 

また、申立人が氏名を記憶している季節工として同時に入社したとする同

僚は、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて記録を確認することができない。 

さらに、上記名簿により、申立人の申立期間と同時期に厚生年金保険に加

入記録のある従業員 10 人に対し照会したところ、７人の従業員から回答が

あったものの、いずれも申立人を記憶しておらず、これらの者から申立人の

勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認ができなかった。なお、申立

期間当時のＡ社における季節工に対する厚生年金保険の取扱いについて分

かる同僚はいなかった。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＣ

社に勤務していたことが認められる。 



 

しかしながら、Ｃ社には申立期間当時の人事記録等の資料が残されておら

ず、申立人の同社における勤務実態や厚生年金保険料の給与からの控除の有

無については不明としている。 

また、同社は申立期間当時、季節工で採用した場合には雇用保険に加入さ

せても、厚生年金保険の加入は強制ではなく、本人の意向に基づいて決めて

おり、厚生年金保険には加入しない季節工が多かったとしている。 

そこで、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が同

社に入社したと主張する前後の２か月間に厚生年金保険の資格を取得した

従業員のうち住所の判明した５人の従業員に照会し、４人から回答があった

が申立人を記憶しているものはいなかった。 

 さらに、回答のあった４人の従業員のうち二人が季節工であり、このうち

の一人が申立人と同様に働いていた他の季節工の氏名を記憶していたが、当

該同僚についても上記被保険者名簿において記録を確認することはできな

かった。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 3565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年３月から 24年７月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ事

業所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同事業所に勤務したことは確かなので申立期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚の証言から、勤務期間は明らかでないが、申立人が昭和 23 年

ごろにＡ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、駐留軍施設に勤務する日本人労働者は、国の雇用者であるとの身分

を有していたものの、社会保険制度が適用されたのは、昭和 24 年４月１日か

らであり、社会保険事務所の記録では、同事業所が厚生年金保険の適用事業所

となったのも、昭和 24 年４月１日であることが確認でき、申立期間のうち、

21年３月から 24年３月までは適用事業所になっていない。 

また、Ｂ局は、Ａ事業所における申立人の申立期間の在籍記録及び健康保険

厚生年金保険被保険者台帳による調査をしたが、いずれにおいても申立人の氏

名は確認できなかったと回答している。 

さらに、前述の同僚は、昭和 24 年ごろの申立人の記憶は無いとしており、

Ａ事業所が適用事業所となった同年４月以降の申立人の勤務の実態や厚生年

金保険料の控除等は不明としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主



 

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3568 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月ごろから 50年 12月ごろまで 

    Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は既に解散しており、同社の元事業主は申立人が同社で

勤務していたことは記憶しているが、当時の人事記録等の資料は保存されてい

ないことから、申立人の勤務状況及び保険料控除などについては不明であると

供述している。 

また、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 54 年６月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間においては適用事業所となって

いない。 

さらに、申立人が記憶している同僚３名のうち、２名は死亡しており、残り

１名も連絡先を把握できず、申立人の勤務状況や保険料控除について確認する

ことができない。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料は無く、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3569 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年７月１日から 42年７月１日まで         

Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間を厚生年金保険の被保険者と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚等の供述により、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は既に全喪しており、当時の事業主の所在は不明である

ことから、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除等について

確認することはできない。 

 また、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は、申立期間のうち、昭

和 41年９月 30日までの期間は厚生年金保険の適用事業所となっているが、同

日以後の期間については適用事業所となっていない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間において、厚生年金保険に加入していることが確認できる 10 名の従

業員に照会したところ、これらのうち７名は、同社が厚生年金保険の適用事業

所となっていない期間において、同社の別の事業所で厚生年金保険の加入記録

を有していることが判明したため、同事業所の厚生年金保険被保険者名簿を確

認したが申立人の氏名は見当たらなかった。 

加えて、上記の照会に回答のあった者のうち、申立人と同じ自動車運搬業務

を担当していた１名からは、「同社では、申立期間当時、20数名が自動車運搬

業務に従事していたが、この半数以上は短期雇用の臨時職員であり、これらの

者は社会保険に加入していなかったと思う。」との供述もある。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に



 

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3570 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12年生 

住    所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 48年 11 月まで                        

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の供述及び申立人の申立期間当時の同社に係る具体的な供

述から、時期は特定できないものの申立人が同社に勤務していたことはうかが

える。 

しかしながら、申立人はＡ社でパートタイマーとして勤務していたとしてい

るところ、同社の当時の店長は申立人を記憶しておらず、申立人の勤務状況等

について確認することができない。 

また、Ａ社の人事担当者は、申立期間当時の資料は保存されていないものの、

厚生年金保険に加入させていない従業員からは保険料を控除していないはず

であると供述している。 

さらに、申立人は、夫の厚生年金保険の資格喪失日の翌日である昭和 47 年

４月 29 日から、申立人夫妻が居住していた区において国民健康保険に加入し

ており、これは、申立人自身が、申立期間当時、夫の扶養になっていた旨を供

述していることを裏付けている。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3571                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として､その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年３月１日から 18年９月 30日まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額

が､実際の給与の支給総額に相当する標準報酬月額となっていないので､正

しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が給与明細書の支給

額に相当する標準報酬月額より低い標準報酬月額になっていると主張してい

る。 

しかしながら、申立人から提出された申立期間に係る給与明細書に記載され

た厚生年金保険料控除額を基に標準報酬月額を計算したところ、同標準報酬月

額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録と一致していることが確

認できる。 

このことについて、Ａ社の事業主は、「当時は金銭的な余裕が無く、本人の

了解の上で、標準報酬月額を低くして社会保険事務所に届け出た。なお、その

他の社員についても同様の取扱いをしていた。」と供述している。 

これらのことから、事業主は、申立期間の申立人の給与において、社会保険

事務所の記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していた

ものと認められる。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3572                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から 55年４月まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は申立期間のうちの一部期間（昭和 45 年

１月 29日から 46年 12月 10日、47年５月 11日から 48年２月 10日、48年５

月 11 日から同年 11 月 30 日、49 年５月 25 日から同年 11 月 30 日、50 年４月

11日から同年 11 月 30日、51年５月１日から同年 11月 30日、54年３月１日

から同年６月 22日まで）について、Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、「申立人は日雇いの臨時作業員として雇っ

ており、厚生年金保険には加入させず、保険料も控除していなかったと思う。」

と供述している。 

また、Ａ社は既に倒産しており、申立期間当時の従業員に係る厚生年金保険

の加入に関する資料は保存されていないことから、申立人の申立期間における

正確な勤務状況や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録から、申立人は、昭和 51 年４月以降

の期間において、国民年金保険料を納付、または納付の免除を申請しているこ

とが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3578 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年７月 10日から 39 年７月 10日 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場Ｃ事業所で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答

をもらった。同社には、高等学校に通いながら勤務していたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場に勤務した同僚及び実兄の証言から、期間までは特定できないが、

申立人が同社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社では、申立人の申立期間当時の人事記録等の資料を保有してい

ないことから、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確認す

ることができないとしている。 

一方、Ａ社Ｂ工場では試用期間を設けており、この間は、厚生年金保険に加

入していなかったと回答している。 

また、当時の従業員に確認したところ、Ａ社では、期間は一定ではないが試

用期間があり、この間は、厚生年金保険に加入していなかったと供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者原票から

申立人と同日（昭和 39年７月 10日）に厚生年金保険に加入している従業員に

照会したところ、勤務した事業所は異なるものの、申立人同様、高等学校に通

いながら勤務していたと供述している。 

加えて、当該従業員の入社から厚生年金保険加入までの期間は 13か月とな

っており、申立人の記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年９月１日から 45年１月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ会第４期

生としてＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記

録が無い旨の回答をもらった。申立期間においては、同社Ｄ支店に勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ会の複数の同期生の供述により、申立人が、申立期間においてＢ社Ｄ支店

に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社の事業を承継したＣ社は、「申立期間当時、Ｂ社は、Ｅ地区内

にある販売店を管理の対象としていた。Ｂ社Ｄ支店のようにＥ地区外にある販

売店は、同社の管理対象外であり、厚生年金保険への加入の有無は販売店ごと

に取扱いが異なっていた。」と回答しているところ、Ｂ社Ｄ支店は、社会保険

事務所における厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い。 

また、申立人が記憶しているＢ社Ｄ支店の当時の事業主及び複数の同僚は、

いずれも連絡先が不明であり、これらの者から、申立人の勤務の状況や厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 21年１月ごろから 23 年３月ごろまで 

             ②昭和 23年４月ごろから 29年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した申立期間②の加

入記録が無い旨の回答をもらった。いずれの期間もそれぞれの会社に勤務し

たのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、昭和 21年１月ごろから 23年３月ごろ

まで、Ａ社で会社内部の連絡係として勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は既にその事業を廃止しており、代表者、経理担当者並びに

申立人が記憶している上司及び同僚は、いずれも死亡又は所在不明等のため、

同社及びこれらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によれば、

理由は不明であるが、昭和 20 年 11月１日までに同社の全被保険者が資格を

喪失し、21年４月１日に 47人が資格を取得している。 

そこで、昭和 21 年４月１日又は同日から１か月ないし２か月の間に資格

取得している複数の従業員に照会した結果、いずれも、自分は工員として勤

務していた旨供述している。 

さらに、申立人が記憶している同僚で、申立期間①当時に同社で事務職員

として勤務していた者は、上記被保険者名簿では、昭和 20 年 11月１日に資

格喪失後、23 年 12 月１日に資格を再度取得しており、20 年 11 月１日から

23年 12月１日までの厚生年金保険の加入記録が無い。 



 

加えて、申立人は、申立期間①当時、申立人と同様に会社内部の連絡係と

して勤務していた同僚を二人記憶しているところ、そのうちの一人は、昭和

23年 12月１日までＡ社における厚生年金保険の加入記録が無く、もう一人

は、その氏名が上記被保険者名簿に見当たらない。 

これらのことから、申立期間①当時、Ａ社では、工員以外の従業員につい

ては、厚生年金保険に加入させることを相当期間控えていたことが推認でき

る。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②については、複数の同僚の供述により、申立人が昭和 23 年４

月ごろからＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社の事業主や経理担当者は既に死亡しており、厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

さらに、Ｂ社は厚生年金保険の適用事業所ではなく、同事業所がＤ社に名

称を変更した昭和29年12月１日から厚生年金保険の適用事業所となってい

ることが確認できるところ、Ｃ社の役員は、「Ｄ社に関する書類を税理士か

ら引き継いだ際に、社会保険関係に関する書類は無く、商号変更前のＢ社に

ついても厚生年金保険の適用事業所になっていなかったと思う。」と供述し

ている。 

また、上記同僚のうちの一人は、「Ｂ社は個人商店で、厚生年金保険には

加入していなかった。Ｄ社に商号変更したときに厚生年金保険に加入する話

があった。給与から厚生年金保険料が控除されたことはなかった。」と供述

している。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3586 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月１日から９年３月 27日まで 

    社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申

立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬に見合う標準報酬月額と相違

していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成９年

３月 27 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、その翌日の同年３

月 28日に、申立人の標準報酬月額は、８年３月から同年９月までは 59万円が

９万 2,000 円に、同年 10 月から同年 12 月までは 41 万円が９万 2,000 円に、

９年１月及び同年２月は 20 万円から９万 2,000 円に訂正されていることが確

認できる。 

一方、申立人は、時期は明確に覚えていないが、Ａ社は社会保険料を滞納し

ていたため、政府管掌健康保険から脱退して国民健康保険に切り替えたいと社

会保険事務所へ相談に行った際、社会保険事務所の職員が提示した書類に押印

したとしており、当該書類が自身の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正に係る届出書であ

ったかどうかは記憶に無いとしているところ、３人の従業員は、当時の給与計

算及び社会保険関係の手続はすべて申立人が行っていた旨供述しており、代表

取締役であった申立人が、当該書類の内容を確認もせずに押印したとは考え難

い。 

また、Ａ社の二人の従業員は、申立期間当時、同社の経営状態はかなり苦し

く、申立人から、政府管掌健康保険を脱退して国民健康保険に切り替えたこと

を伝えられ、当該従業員の給与も急激に引き下げられていったため同社を退職



 

した旨供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時にＡ社の業務の執行に責

任を有する代表取締役であった申立人が、申立期間に係る自らの標準報酬月額

の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人

の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として､その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 12月１日から 10年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうちの申立期間の標準報酬月額が､実際の支給額に見合う

標準報酬月額より低いことが分かった。当時の給与明細書と源泉徴収票を提

出するので､正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、Ａ社の代表者は

「当時は運転手の手取り額を増やすために、報酬月額を実際の給与額に見合う

額より少ない額にして社会保険事務所に届け出ていた。」と供述している。 

そして、申立人から提出された、平成５年１月から 10 年４月までの分の給

料明細書並びに平成３年分、５年分、６年分、７年分及び８年分の源泉徴収票

上の保険料控除額を基に算定した標準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る

標準報酬月額とほぼ一致している。このため、事業主は、申立期間の申立人の

給与において、社会保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を控除していたものと認められる。 

このことから、申立期間については、申立人が厚生年金保険被保険者として、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年ごろから 46年ごろまで 

             ② 昭和 49年５月から 53年７月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②について、厚生年金

保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。それぞれの事業所に乗務員とし

て間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社は、既に解散しており、事業主の連絡先も不明で

あることから、申立人の当該期間に係る勤務の実態や厚生年金保険の加入状況

について確認することができない。 

また、社会保険事務所のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、当時、厚生

年金保険に加入していた複数の従業員に照会したところ、申立人のことを記憶

している者はいなかった上、当該複数の従業員は、「同社の乗務員の給与は、

ほとんどが歩合給で、厚生年金保険に加入していない従業員が多かった。」「当

時、同社の社会保険事務は、適正に行われていなかった。」と供述している。

そして、社会保険事務所の記録から、Ａ社に２年半程勤務していたと供述して

いる従業員の同社における厚生年金保険の加入期間が 15 か月、同社に３年間

勤務していたと供述している従業員及び２年間勤務していたと供述している

従業員の同社における厚生年金保険の加入期間がそれぞれ４か月であること

が確認できる。 

申立期間②について、Ｂ社の従業員の供述から判断すると、勤務の期間は特

定できないものの、申立人は、同社に勤務していたことが推認できる。 



 

しかし、Ｂ社は、申立期間②当時の従業員や厚生年金保険に関する資料を保

有していないことから、申立人の当該期間に係る勤務の実態や厚生年金保険の

加入状況について確認することができないと回答している。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿から、複

数の従業員に照会したところ、二人の従業員が申立人のことを記憶していたが、

勤務の期間や厚生年金保険の加入状況については分からないと回答している。

そして、当該複数の従業員のうち４人の従業員は、「同社では、厚生年金保険

は希望者のみが加入していた。」と供述している。 

さらに、当時のＢ社の経理担当者は、「当時の同社では、３か月の試用期間

があり、試用期間後に社長が個別に従業員について厚生年金保険に加入させる

かどうかを決めていた。そのため、勤務の実態がありながら厚生年金保険に加

入させないケースがあった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月から 49年６月まで 

             ② 昭和 59年５月から平成３年９月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち申立期間①、及びＣ社Ｄ支店に勤務し

ていた期間のうち申立期間②のそれぞれの標準報酬月額が、自分が記憶して

いる賃金額より低額であるので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していた期間は、給与が下がっ

た記憶は無く、常に標準報酬月額の上限以上の給与を受けていたのに、社会保

険庁のオンライン記録では、昭和 46年４月に 10万円から９万 2,000円、同年

10 月に８万 6,000 円に下がっており、その後も当時の標準報酬月額の上限に

なっていないと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、当該期間当時の従業員や厚生年金保険に関する資料を保有

していないことなどから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除等に

ついて確認することはできないが、同社では、仕事の範囲や内容により給与が

上下することがあったとしており、このことについて、社会保険庁のオンライ

ン記録から、当該期間当時にＡ社で厚生年金保険に加入している従業員の記録

を確認したところ、申立人と同様に営業部員であった従業員を含む複数の従業

員について、時期により標準報酬月額が減額されている例があることが確認で

きる。 

また、当該期間当時のＡ社の社会保険事務担当者は、社会保険の手続は、税

理士を通じて適正に行っており、給与の支給額に基づかないで標準報酬月額を

決定し届出することはなく、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額に見合っ



 

た厚生年金保険料を給与から控除していたと供述している。 

申立期間②について、申立人は、昭和 59年５月 21日からＣ社Ｄ支店に勤務

し、61 年６月からは、同社同支店に籍を置きながら海外駐在員として、Ｅ国

で勤務していたが、この期間も標準報酬月額の上限以上の給与を受けていたの

に、当時の標準報酬月額の上限になっていないと申し立てている。 

しかし、Ｃ社は、国内の従業員については、給与の支給額に基づいて標準報

酬月額を決定して社会保険事務所に届け出ており、標準報酬月額に見合った厚

生年金保険料を給与から控除していたとしている。また、海外駐在員の標準報

酬月額の決定については、海外で支給されている給与の支給額ではなく、日本

でそのまま勤務していると仮定して報酬月額を算出し、それに基づいて標準報

酬月額を決定しており、申立人が海外で支給されていた給与より低い標準報酬

月額になることがあると説明している。 

また、Ｃ社Ｄ支店が加入していた厚生年金基金の申立人に係る記録は、社会

保険事務所の記録と一致していることから、同社は、社会保険事務所に記録ど

おりの届出を行ったものと認められる。 

さらに、社会保険事務所のＣ社Ｄ支店の厚生年金保険被保険者名簿から、申

立人と同時期に厚生年金保険の被保険者資格を取得している従業員で、申立人

と同年代の従業員二人の標準報酬月額を確認したところ、申立人の標準報酬月

額とほぼ同額で推移していることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が両申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月から 38年６月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社本店内

にあった社員食堂である“Ｂ店”に勤務した期間について、厚生年金保険の

加入記録が無い旨の回答をもらった。健康保険証を使って歯医者に行った記

憶があるので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間当時の写真から、勤務期間は特定できない

が、申立人は、Ｂ店に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ店は、社会保険事務所には適用事業所としての記録は無い上、所

在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、事業主及び同僚の氏名を記憶していたが、その連絡先は不

明であり、これらの者から、申立人の勤務の実態や厚生年金保険の加入の取扱

いについて確認することができない。 

さらに、申立期間当時、Ａ社本店ビルの管理会社であったＣ社の社会保険事

務所が保管する厚生年金保険被保険者名簿から、当時、厚生年金保険に加入し

ていた複数の従業員にＢ店について照会したところ、３人の従業員が、Ｂ店は、

個人経営の事業所によるテナント運営又は外部委託による運営だったと回答

している。そして、現在のＡ社本店ビルの管理会社であるＤ社は、Ｂ店という

名前の社員食堂は確かに当該ビルにおいて営業していたが、昭和 44 年ごろに

閉鎖したため、Ｂ店の正式な事業所名や代表者の氏名及び所在は分からないと

回答している。 

加えて、申立人は、当時、夫と一緒にＢ店で勤務していたと供述しているが、

社会保険庁のオンライン記録から、申立人の夫の厚生年金保険の加入記録を確



 

認したところ、昭和 36 年９月１日から 38 年１月 26 日までの期間は、別事業

所において厚生年金保険に加入しており、同年１月 27 日から 40 年８月 16 日

までの期間は、厚生年金保険の加入記録が無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3591 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年９月１日から 48年１月 12日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い旨の

回答をもらった。昭和 47年９月１日に同社に入社したのは間違いないので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時のＡ社の事業主は、従業員や厚生年金保険に関する資料は既に

破棄しているため、申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険の加入

状況について確認することができないと回答している。 

また、Ａ社の複数の従業員は、「当時の同社では、入社してから一定期間厚

生年金保険に加入させないとする取扱いがあり、その間は、給与から厚生年金

保険料は控除されていなかった。」と供述している。そして、当該複数の従業

員のうち、昭和 47 年秋ごろに入社したと供述している従業員は、社会保険事

務所のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同日の 48 年１月 12

日に同社において厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録では、昭和 48 年１月 12

日に加入していることが確認でき、厚生年金保険の記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から７年２月１日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務して

いた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明

した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成７年２月１日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっており、同年３月 27 日付けで申立人の標準報酬月

額の記録が、４年５月から６年１月までの期間について、53 万円から８万円

に、同年２月から同年 10月までの期間について、44万円から８万円に、同年

11 月から７年１月までの期間について、44万円から９万 2,000 円に、それぞ

れさかのぼって訂正されたことが社会保険庁のオンライン記録により確認で

きる。 

しかし、申立人は、「申立期間当時は、会社の経営が苦しく、社会保険料を

滞納していた。」と供述している。 

また、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなるための手続に

ついて、社会保険事務所に相談に行った際、社会保険事務所の担当者から社会

保険料の滞納分を解消する方法として、申立人の標準報酬月額をさかのぼって

訂正して補填する方法があるとの説明を受け、それに同意したと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理にいったん同意しながら、当該処理を有効なも

のでないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月１日から８年２月１日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成８年２月１日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっており、同年２月２日付けで申立人の標準報酬月額

の記録が、６年３月から８年１月までの期間について、44万円から９万 2,000

円にさかのぼって訂正されたことが社会保険庁のオンライン記録により確認

できる。 

しかし、申立人は、「バブル崩壊後から会社の経営状況が悪化し、申立期間

当時も会社の経営が苦しく、社会保険料を滞納していた。」と供述している。 

また、申立人は、「社会保険の事務手続は、経理担当者がやっていたが、会

社の実印は、自分が管理しており、自分の同意を得ずに社会保険の事務手続を

することは無かった。」「滞納保険料についての相談で社会保険事務所に行っ

た際、社会保険事務所の徴収担当官に保険料の滞納が他の社員の年金に影響す

るのか聞いたところ、自分の年金にのみ影響するとの説明を受けた記憶があ

る。」と供述しており、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務

所において標準報酬月額の改定処理がなされたことは考え難く、申立人は、標

準報酬月額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでない



 

と主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金保

険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3596                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月から 43年８月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ支店

に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務していた

ことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の複数の従業員の供述により、勤務期間は特定できないものの、申立期

間当時、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、既に適用事業所に該当しなくなっている上、清算され、申

立期間当時の同社の事業主、総務経理担当役員及び申立人が勤務していたとす

るＢ支店の支店長も死亡しているため、同社やこれらの者から申立人の同社に

おける勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確認ができない。 

また、社会保険事務所のＡ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には申立人の記録は無く、同名簿から、申立期間当時に厚生年金保険に加入

していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、申立人が勤務して

いたことを記憶している者は３人いたが、申立人の加入状況等は不明であると

しており、別の役員は、当時、正社員は試用期間経過後に厚生年金保険に加入

し、勤務期間が限定の従業員や短時間勤務の従業員は厚生年金保険に加入して

いなかったと供述している。 

このほか、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を控除していたことをうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3597                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年４月１日から 32年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には、昭和 31 年４月１日から継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場の従業員の供述から、申立人は、勤務期間は特定できないが、同

社同工場に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ工場は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なっており、同社と合併したＣ社の事業主は、申立期間当時の資料を保存して

いないことから、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確認

することができないとしている。 

また、申立人が記憶している上司２名のうち、１名は不明、もう１名は既に

死亡していることから、社会保険事務所のＡ社Ｂ工場に係る厚生年金保険事業

所別被保険者名簿から、申立期間当時、厚生年金保険に加入し、所在が確認で

きた従業員 30 名に照会したところ、そのうちの 17 名は、「同社同工場では、

当時、臨時工を採用しており、当該臨時工については、採用して相当期間経過

後に厚生年金保険に加入させていた。」と供述している。 

さらに、申立人は、Ａ社Ｂ工場の採用条件である資格を取得するため、昭和

31年４月から 32年３月まで学校に昼間に通学したとしており、Ｄ局作成の資

料から、申立人に係る同資格の技能試験検定の学科試験日が 32年 1月 13日で

あり、合格証発行日が同年３月 18日であることが確認できる。 

このほか、申立てに係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料



 

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3598                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間について厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 10月から平成２年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務した

のは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚及び従業員の供述並びに申立人が同社退職後に入社したＢ社が

保管している申立人の履歴書から、申立期間のうち、昭和 63年 12月から平成

２年３月までの期間については、申立人がＡ社に勤務していたことが推認でき

る。 

しかしながら、Ａ社は、「健康保険、厚生年金保険及び厚生年金基金の届出

用紙は複写式で、届出に当たっては、健康保険組合から社会保険事務所を経て

厚生年金基金へ回送されていた。」と供述しているが、申立人については、い

ずれの記録も無い。 

また、Ａ社における厚生年金保険及び雇用保険の加入状況についてみると、

申立期間当時、同社の従業員はいずれも双方の保険に加入しており、加入期間

も一致していることが確認できるが、申立人については、雇用保険の加入記録

が無い。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記

録が欠落したとは考え難い。 

加えて、申立人は、申立期間を含め国民健康保険に加入していることが確認

できる。 

このほか、申立てに係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料



 

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3599             

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：①昭和 16年４月１日から 17年 12月 15日まで 

                  ②昭和 19年４月１日から 20年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務していた期間のう

ちの申立期間②について加入記録が無いとの回答をもらった。いずれも勤務

していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てているが、

労働者年金保険法では、申立期間①のうち、昭和 16 年 12月 31 日以前の期

間については、同法が施行される前の期間であり、また、17 年１月１日か

ら同年５月 31 日までの期間については、保険料徴収までの施行準備期間で

あることから、同法上、労働者年金保険の被保険者期間とはならない。 

また、申立期間①のうち、昭和 17 年６月１日から同年 12 月 15 日までの

期間については、労働者年金保険法の適用の期間であるものの、社会保険事

務所では、Ａ社に係る厚生年金保険（当時の名称は労働者年金保険）の被保

険者名簿の新規適用年月日及び申立人の加入記録部分は焼失しており、確認

できないとしている。 

しかし、社会保険事務所に現存するＡ社に係る労働者年金保険被保険者台

帳索引票及び労働者年金保険手帳番号払出簿により、申立人を含む９名が、

昭和 17 年 12月 15 日に同社における厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ていることが確認できる。 

さらに、Ａ社は、昭和 20 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所ではな



 

くなっており、当時の従業員に係る資料が入手できず、当時の事業主は所在

不明で連絡が取れないため、申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除に

ついて確認することができない。 

加えて、申立人は、当時の上司や同僚等の氏名を記憶しておらず、復元さ

れた社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から、申立期間当時に厚生年

金保険に加入している従業員８名の氏名が判明したものの、いずれも死亡又

は連絡が取れないため、申立人の申立期間①における勤務の状況や厚生年金

保険料の控除等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社に入社したのは昭和 19 年４月１日

であるので、厚生年金保険に加入していたはずであると申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所に

なったのは、昭和 23 年１月１日であり、申立期間②において同社は適用事

業所となっていない。 

また、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の

従業員に係る資料が入手できず、当時の事業主も死亡していることから、申

立人の同事業所における勤務の実態や厚生年金保険料の控除について確認

することはできない。 

さらに、Ｂ社の臨時工場であるＣ社が適用事業所となった昭和 20 年７月

１日に同社に係る被保険者名簿から確認できる従業員 26 名のうち、所在が

判明した２名の者に確認したが、いずれも当該事業所の厚生年金保険料の控

除について記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3600 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年６月 15日から 37 年６月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社に申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の次女が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に申立期間も代表取締役として勤務していたとしているが、

社会保険事務所の同社に係る被保険者名簿では、申立人は、昭和 33年 10月１

日に厚生年金保険の資格を取得し、34年６月 15日に資格を喪失後、37年６月

１日に同社において再度資格を取得しており、34年６月から 37年５月までの

申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ社は既に倒産しており、申立期間当時の資料は入手できず、当時

の事業主であった申立人は死亡しているため、申立人の厚生年金保険料の控除

等について確認することができない。 

また、Ａ社に勤務していた申立人の次女は、申立人が同社の厚生年金保険の

手続を行っていたと供述しており、申立人自身が厚生年金保険の未加入期間に

ついて自分自身の給与から保険料を控除していたとは考え難い。 

さらに、申立期間当時、Ａ社に勤務していた従業員から申立期間当時の申立

人の同社における勤務の状況や厚生年金保険の控除等について確認すること

ができない。 

その上、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金被保険者名簿を確認したとこ



 

ろ、健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番が見当たらず、同社に勤務し

ていた上記次女も、申立人とほぼ同時期に厚生年金保険の未加入期間がある。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3601 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 10月１日から 37 年３月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社に申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に申立期間も勤務していたとしているが、社会保険事務所の

同社に係る被保険者名簿では、申立人は、昭和 33年 10月１日に厚生年金保険

の資格を取得し、35年 10月１日に資格を喪失後、37年３月１日に同社におい

て再度資格を取得しており、35 年 10 月から 37 年２月までの申立期間の被保

険者記録が無い。 

しかし、Ａ社は既に倒産しており、申立期間当時の従業員に係る資料は入手

できず、厚生年金保険の手続を行っていた当時の事業主は死亡しているため、

申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除等について確認することができ

ない。 

また、申立期間当時、Ａ社に勤務していた従業員から申立期間当時の申立人

の同社における勤務の状況や厚生年金保険料の控除等について確認すること

ができない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金被保険者名簿を確認したとこ

ろ、健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番は見当たらないことから、社

会保険事務所において申立人に係る記録が失われたとは考えられず、同社の事

業主も、申立人とほぼ同時期に厚生年金保険の未加入期間がある。 

 



 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和57年12月24日から58年２月６日まで 

             ②平成２年６月１日から同年６月15日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらった。

これらの期間に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった同社の厚生年金保険被保険者に係る整理番号表では、

申立人の資格取得日は昭和 58 年２月６日、退職日は 62 年７月 31 日と記載さ

れており、資格取得日は社会保険事務所の記録と一致している上、資格取得日

及び退職日は、申立人の同社における雇用保険の被保険者資格取得日及び離職

日の記録と一致している。 

また、Ａ社では、上記整理番号表のほかに申立期間①及び②当時の従業員に

係る資料を保存しておらず、また、当時の事情を確認できる経理担当者も既に

在籍していないため、申立人の申立期間①及び②における勤務の実態や厚生年

金保険料の給与からの控除について確認することができないと回答している。 

さらに、申立人が記憶していたＡ社の当時の同僚はいずれも連絡先等が不明

であるため供述が得られず、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険

者名簿から、申立期間①及び②当時に厚生年金保険に加入していることが確認

できる従業員に照会したものの、連絡の取れた従業員はいずれも申立人を記憶

していないため、申立人の申立期間①及び②における勤務の実態や厚生年金保

険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、上記従業員のうち複数の者は、申立期間①当時、Ａ社では入社後に



 

試用期間を設け、当該期間は従業員を厚生年金保険に加入させていなかった旨

供述している。また、これらの従業員が入社したと供述している日から上記被

保険者名簿における厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期間を見ると、

いずれも２か月程度となっていることが確認できる。さらに、これらの従業員

は、いずれも同社への入社から厚生年金保険に加入するまでの期間に厚生年金

保険料の給与からの控除は無かった旨供述している。これらのことから、同社

では、申立期間①当時、採用した従業員について、入社してから一定期間経過

後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

その上、申立期間①及び②における勤務の実態、厚生年金保険の加入状況等

について確認するため、申立人に繰り返し照会したものの回答は無く、連絡も

取れないため、申立人から当該状況等を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3606 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月１日から 10年２月 23日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、役員（監査役）としてＡ社に勤務した

期間のうち、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給

与の月額に相当する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成９年６月から同年 11月までは 30万円と記録さ

れていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった 10 年

２月 23 日以降の同年３月６日に、申立人を含む従業員５人全員の標準報酬月

額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、９万 2,000円へ

と訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の所在地を管轄する社会保険事務所から提出のあった同社に係る

厚生保険特別会計債権消滅不納欠損決議書（写し）によれば、同社には社会保

険料の滞納があったことが認められる。 

また、Ｂ信用金庫Ｃ支店から提出のあったＡ社の社会保険料振替口座の記録

によれば、平成９年 12月及び 10年１月の２か月分の社会保険料が振替されて

いないことが確認でき、当該振替されていない金額は、社会保険庁の訂正後の

標準報酬月額の記録を基に算定した、申立人を含む従業員５人全員の社会保険

料減額分の合計額とほぼ一致している。 

さらに、Ａ社の所在地を管轄する法務局の記録では、同社の閉鎖登記簿謄本

により、申立人が平成７年 10 月２日に監査役に重任していることが確認でき

る上、申立人は、「自分は申立期間当時、Ａ社において経理を担当しており、



 

また、社会保険関係の事務手続については、同社の代表取締役である夫に代わ

って代表者印を預かり、関係書類の該当欄に記名・押印していた」旨供述して

いるところ、申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の減額

処理がなされたとは考え難く、申立人は、Ａ社における社会保険関係事務に職

務上関与し、自身等の標準報酬月額の減額に同意していたものと考えるのが自

然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の役員（監査役）及び

経理担当者として自らの標準報酬月額の減額に同意しながら、当該減額処理を

有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 3614 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年３月から同年８月まで 

             ② 昭和 42年２月から 43年５月まで 

             ③ 昭和 45年 11月 11日から 46年５月 10日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①及び②並びにＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間の

うちの申立期間③の加入記録が無い旨の回答をもらった。いずれの期間にお

いてもそれぞれの会社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、Ａ社が加入していたＤ取引所（当時はＥ取

引所）が保管している外務員登録証により、申立人が、昭和 40 年４月 17

日から同年６月 23日までは同社Ｆ出張所に、42年４月 27日から 43年５月

７日までは同社Ｇ出張所に外務員として勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社の当時の代表者は、同社の各出張所の外務員については厚生

年金保険に加入させていなかった旨供述している。 

また、申立人は、Ａ社Ｆ出張所及び同社Ｇ出張所における外務員をそれぞ

れ一人ずつ記憶しいるところ、いずれも同社における厚生年金保険の加入記

録が無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主に

よる給与からの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事

情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金



 

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

２ 申立期間③については、申立人の上司及び同僚の供述により、申立人が、

昭和 45年 11月ごろからＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間③当時のＢ社の経理担当者は、「申立人は、Ｂ社の社長

の実弟として入社から数か月間は客員扱いで、正社員扱いではなかった。そ

の間は厚生年金保険に加入しておらず、社会保険事務所に届出を行っていな

い以上、給与から厚生年金保険料を控除することはない。」と供述している。 

また、社会保険事務所の記録では、申立人と一緒に昭和 45年 10月ごろＢ

社に入社したとする同僚は、申立人と同様に 46年５月 10日付けで、厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3615 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 31年５月１日から 32年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。Ａ社Ｃ工場に勤務していたのは確かなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された退職金明細書、履歴書、Ｂ社から提出された人事記

録並びに当時の上司及び同僚の供述により、申立人が、昭和 31年５月１日か

ら同年 10 月末までＡ社Ｃ工場に勤務し、同年 11 月１日に同社Ｄ工場へ異動

したことが認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｃ工場は、厚生年金保険の適用

事業所となっていない。 

また、Ｂ社の人事総務本部の者は、「入退職を管理する一覧表より、申立人

を昭和 31 年５月１日に臨時社員として採用し、32 年 4 月 21 日に本採用した

ことが確認でき、当時臨時社員は日給制であった。」と供述しているところ、

申立人は月給制であったとしており、申立人との供述に齟齬
そ ご

が見られる。 

さらに、上記上司は、「Ａ社Ｃ工場は、昭和 31年 11月１日に閉鎖され、自

分と申立人を含む５人が、同日に同社Ｄ工場に異動した。」と供述していると

ころ、当該上司を含む正社員であるとする３人は、昭和 31年４月１日に本社

採用となり、同年 11月１日から同社Ｄ工場の厚生年金保険被保険者となって

いる一方、申立人を含む２人は同年５月１日にＡ社Ｃ工場に採用され、32 年

２月 1 日より同社Ｄ工場において、厚生年金保険被保険者となっている。こ

のことについて、上記同僚は、昭和 31年５月１日にＡ社Ｃ工場に臨時職員と



 

して採用され、同年 11月 1日より同社Ｄ工場へ異動した後も、32年１月末ま

で同社Ｃ工場の在籍扱いとされたためである旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3616 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年８月１日から 59年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）で勤務した期間のうち、申立期間の記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には昭和 55 年８月１日から勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の複数の同僚等の供述により、申立人が、昭和 55 年８月ごろからＡ

社で営業職員として勤務していたことは推認できる。 

しかし、上記同僚等のうち、申立期間当時にＡ社で経理事務を担当していた

者は、「当時、営業職員は短期間で辞める人が多く、給与の支払も歩合制だっ

たので、厚生年金保険には加入させておらず、給与から厚生年金保険料を控除

することはなかった。」と供述している。このことについて、申立人は、自分

は営業職員であったものの、給与の支払は固定給制であったと主張するが、申

立人から提出された申立期間当時の家計簿には歩合給に関する記載が見られ

る。 

また、上記経理担当者は、申立人のほかに、Ａ社で勤務していた歩合制の営

業職員を３人記憶しているところ、いずれも社会保険事務所において同社にお

ける厚生年金保険の加入記録が無い。 

さらに、公共職業安定所の記録により、申立人が雇用保険の被保険者となっ

たのは、昭和 59 年９月 1 日からであり、申立期間においては雇用保険に加入

していないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当たら



 

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3617  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月１日から平成５年３月 10日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の標準報酬月額について、Ａ社からの給与分しか届出されていない。

申立期間当時は、Ｂ社にも勤務して、給与を支給されていたので、両社か

らの給与総額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 59 年 11 月１日から平成５年３月 10 日まで、Ａ社に勤務し、

厚生年金保険に加入しており、社会保険事務所の記録では、申立期間に係る標

準報酬月額が、被保険者資格取得時においては 26 万円、平成２年３月１日よ

り 30万円、３年５月１日より 36万円とされている。 

申立人は申立期間において、Ｂ社にも勤務していたことから、両社からの給

与総額に見合う標準報酬月額に訂正してほしいとするところ、同社の商業登記

簿謄本から、申立人が取締役として昭和 60年３月から平成４年 11月まで在職

していたことが確認できる。また、Ｂ社の平成元年分及び３年分の給与所得の

源泉徴収票から、申立期間のうち、平成元年１月から同年 12 月までの期間及

び３年１月から同年 12 月までの期間については、同社から給与が支払われて

いたことが、確認できる。 

しかし、Ｂ社は、厚生年金保険の適用事業所となっておらず、上記期間分の

同社の給与所得の源泉徴収票の社会保険料等の金額欄に金額が記載されてい

ないことから、厚生年金保険料は控除されていないと考えられる。 

一方、昭和 59 年 11 月から 63 年 12 月までの期間、平成２年１月から同年

12 月までの期間及び４年１月から５年２月までの期間については、両社の給



 

与所得の源泉徴収票が無いため、当時の代表者に対し、文書により照会したも

のの、当該代表者からの返事は無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

の控除の状況等を確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当たら

ない。 

これらの事実及び関連資料等を総合的に判断すると、申立期間について申立

人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により控除

されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3618 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

                     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 31年３月ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。給与から厚生年金保

険料が控除されていたので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における申立人の同僚の供述により、申立人が昭和 29 年４月から修理

工として同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の事業を承継したＢ社は、申立期間当時の資料を保有していな

いことから、申立人の給与からの厚生年金保険料の控除について確認できない

としている。 

また、申立人が申立人と同様に昭和 29 年４月に修理工としてＡ社に入社し

たと記憶している同僚二人について、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保

険被保険者名簿における被保険者資格取得年月日を確認したところ、いずれも

入社から資格取得日までの期間が３年以上あることが確認できる。 

このことから判断すると、申立期間当時、Ａ社では、入社後相当期間厚生年

金保険に加入させない取扱いがあったと認められる。 

なお、Ａ社に係る社会保険事務所の記録では、同社が適用事業所となってか

ら適用事業所でなくなるまでの期間において、申立人とほぼ同年代の被保険者

が 40人確認できるところ、その全員が 20歳以上となってから被保険者資格を

取得している。 

これらのことから判断すると、申立期間当時、Ａ社では、20歳未満の従業員

については厚生年金保険に加入させない取扱いがあったと認められる。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人は控除されていたと主張しているが、確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3619 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年１月８日から同年９月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間は同社

に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 26年１月８日から同年９月 30日までＡ社に勤務していたと

申し立てている。 

しかし、社会保険事務所において、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無く、同社の所在地を管轄する法務局において、同社の商業登記簿

の記録は確認できない。 

また、Ａ社は、公共職業安定所において、雇用保険の適用事業所としての記

録も無い。 

さらに、申立人は、Ａ社における同僚を記憶しておらず、また、同社の代表

者の氏名は記憶しているものの、その所在は不明であり、当該代表者から、申

立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人は控除されていたと主張しているが、これを確認

できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3620 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②及び③について、厚生年金保険被保険者として、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 40年 11月１日から 41年４月２日まで 

             ② 昭和 52年 10月１日から 53年９月 30日まで 

             ③ 昭和 60年 10月１日から 61年９月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に

は昭和 40年 11月に入社したので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。また、社会保険事務所の記録では、同社に勤務し

ていた申立期間②及び③の標準報酬月額が、前後の期間と比べて低く記録さ

れている。これらの期間に標準報酬月額が下がる原因は無いので、標準報酬

月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社から提出された社員名簿及び雇用保険の加入

記録により、申立人が、昭和 40年 11月１日に同社に入社し、勤務していた

ことは認められる。 

しかし、Ａ社の当時の代表者及び同僚の一人は、同社では、申立期間①当

時、３か月から半年程度の試用期間経過後に厚生年金保険の加入手続を行う

取扱いがあり、その間に給与から厚生年金保険料を控除することはなかった

旨供述している。 

また、申立期間①においてＡ社で厚生年金保険の加入記録がある従業員に

ついては、死亡又は所在不明等により上記の代表者及び上記の同僚以外に供



 

述を得られる者はいない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申

立人より後に資格取得している二人の従業員に照会し、当該従業員が同社に

入社したとする時期を確認し、これと当該被保険者名簿における被保険者資

格取得年月日とを比較したところ、いずれも入社から厚生年金保険の資格取

得日までの期間が３か月程度あることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 社会保険事務所の記録では、申立人の申立期間②及び③に係る標準報酬月

額は、いずれも従前のそれより一つ低い等級で記録されているところ、この

ことについて、Ａ社の当時の代表者は、その理由は記憶に無い旨供述してい

る。 

また、申立人の主張する標準報酬月額の給与の支給及び当該額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料は無い。 

一方、申立期間②及び③に係る標準報酬月額とその前の期間に係る標準報

酬月額との差は、厚生年金保険の標準報酬月額の等級にすると１等級であり、

また、社会保険庁のＡ社に係るオンライン記録から申立期間②及び③におい

て、当時、厚生年金保険に加入していたことが確認できる従業員の標準報酬

月額の推移を確認したところ、定時決定の際に従前の標準報酬月額よりも低

い等級で記録されている従業員が複数いることが確認できる。これらのこと

から、申立人の申立期間②及び③に係る標準報酬月額が、その前後の期間に

係る標準報酬月額やほかの従業員の標準報酬月額に比べて不自然であると

までは認められない。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿等の定時決定における標準

報酬月額には、不自然な記録訂正はうかがえない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業

主による給与からの控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及び関連資料等を総合的に判断すると、申立期間②及び③に

ついて申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年９月１日から 58年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、

昭和 57 年９月１日から勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社における申立人の同僚の供述から判断すると、申立

人は、申立期間当時、同社において勤務していたことが認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 58 年３月１日であり、申立期間は適用事業所となっていな

い。 

また、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同様にＢ

社からＡ社に転籍した被保険者十数名に照会したところ、複数名が「当時、会

社から国民年金及び国民健康保険に当面加入するように言われた。」と供述し

ている。 

さらに、別の被保険者から提出された昭和 57 年分、58年分の源泉徴収票記

載の社会保険料等の金額を、当時のその被保険者の標準報酬月額を基に保険料

率で検証したところ、申立期間の厚生年金保険料は控除されていないことが推

認できる。 

加えて、申立人が提出した銀行預金通帳の振込明細では、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確認できず、また、当時の

事業主は｢資料は何も残っていない。｣と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき



 

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月１日から 40年５月 15日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務してい

たことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、Ｂ協同組合が保有する昭和 43年当時の事業所名簿により、33年９

月に申立人が供述する所在地に開設されたことが確認できる。 

また、申立人が所持している郵便物の宛先に「Ａ社」及び申立人の氏名が記

載されており、勤務していた期間は特定できないが、申立人がＡ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、Ａ社について、所在地を管轄する法務局において商業登記の記録は

確認できず、また、厚生年金保険の適用事業所としての記録も確認できない。 

また、申立人は、事業主の氏名を記憶しているものの、その所在が不明であ

るほか、同僚等の氏名を記憶していないことから、これらの者から、同社にお

ける申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3652                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年５月１日から同年５月 25日まで 

                          ② 昭和 33年２月１日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の加入記録が無い

旨の回答をもらった。それぞれの会社に勤務していたことは確かなので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について 

社会保険事務所において、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社

の厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在地を管

轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ａ社の代表者、上司及び同僚の氏名を記憶しておらず、

これらの者から、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事

情も無い。 

２ 申立期間②について 

社会保険事務所において、申立人が申立期間当時勤務していたとするＢ社

は、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在地を

管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、同社の代表者、上司及び同僚の氏名を記憶しておらず、

これらの者から、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除



 

について確認することができない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無くこれを確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につい

て訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から９年５月 30日まで 

社会保険事務所の記録では、代表取締役として勤務したＡ社における申立

期間の標準報酬月額が実際の給与額より低い額になっている。厚生年金保険

料納付率の成績向上のため、会社の滞納保険料整理のため、標準報酬月額を

引き下げて穴埋めさせる非条理なやり方に納得がいかない。申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の管理している記録により、申立人の厚生年金保険の標準報酬月

額は、平成７年１月から８年５月までは同年６月６日付けで 53 万円から 30

万円に訂正されており、８年６月から同年９月まではＡ社が厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった（９年５月 30 日）後の９年６月９日付けで、30

万円から９万 8,000円に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿により、申立人は、標準報酬月額の減額処

理が行われた平成８年６月６日から９年６月９日まで同社の代表取締役であ

ったことが確認できるとともに、申立人は、社会保険事務所の指示により、会

社の滞納保険料を解消するため標準報酬月額を減額訂正する届出を行ったと

説明している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理について同意しながら、当該減額処理が有効な

ものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3654                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年１月から 31年 12 月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に運転

手として勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には、昭和 31 年１月から勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時の資料も関係者もいないので当時の状況については分

からないとしていることから、同社から申立人の申立期間における勤務の実態

や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、昭和 31 年１月から 35年 12 月までＡ社に在籍していた従業員７人及

び申立人が記憶していた同僚一人に照会したところ、昭和 31 年７月に同社に

入社し、32年２月１日に厚生年金保険の資格を取得した従業員（一人）は、「同

社では入社後に試用期間を設け、当該期間は社会保険に加入させていなかった。

自分も入社から７か月間は試用期間があり、健康診断の受診を指示されたとき

は周りの先輩運転手達から『いよいよ正社員になるぞ』と言われ、そのとおり

健康保険と同時に厚生年金保険に加入した」と供述しており、同社においては、

入社からしばらくの期間は試用期間があり、厚生年金保険に加入させていなか

ったことがうかがえる。 

さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料や周辺

事情もない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3655                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月１日から同年 10月 23日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、

昭和 47 年７月１日から勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社における申立人の同僚の供述から、申立人は、申立

期間当時、同社において勤務していたことが確認できる。  

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 47年 10月 23日であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、申立人の同僚６人に文書照会したところ、二人から回答があり、うち

一人は、「入社は昭和 47年７月ごろと記憶しているが、厚生年金保険への加入

は、申立人と同じく同年 10月 23日だった。入社後３か月くらいは試用期間だ

った。」と供述しており、もう一人は、「会社設立は昭和 47 年７月だが、同年

10 月まで厚生年金保険の手続が行われなかったため無保険だった」と供述し

ている。 

さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、申立

人には具体的な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3660 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年から 56年のうちの１年間から２年間 

    申立期間に、Ａ社及びＢ社の診療所に勤務していたが、所属はＡ社となっ

ていた。同期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録により、申立人が、昭和 51 年５月 21 日から 56 年６月 30

日までＡ社診療所の医師として在籍していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の申立人の社会保険関係書類は保存

されていないが、週１、２回勤務の診療所の医師は、健康保険にも厚生年金保

険にも加入させていなかった。」としている。 

また、申立人は、長女が誕生（昭和 55 年４月）する前後の１年から２年の

間は、Ｃ健康保険に加入していたとしているところ、同健康保険組合には、昭

和 61 年合併以前の健康保険加入記録は残っておらず、同健康保険組合におけ

る申立人の加入状況については確認できない。なお、社会保険庁のオンライン

記録によると、申立人は、長女が誕生する時期の１年以上前である昭和 54 年

１月から国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、Ａ社の社会保険担当者は、Ｃ健康保険と厚生年金保険の資格取得届

出用紙は別用紙であり、手続も別に行われていたことを供述している。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社及びＢ社の厚生年金保険被保険者名

簿を確認したが、昭和51年から56年の間に申立人の氏名の記載は無く、また、

厚生年金保険被保険者番号に欠番は無く、記載に不自然さは見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3661 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年１月 31日から 27 年３月まで 

昭和 20年４月５日から 27年３月まで、Ａ社に勤務していたが、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚等の供述により、申立人が、同社に勤務していたことはうかがわ

れる。 

しかしながら、申立人が記憶している同僚等に照会したところ、Ａ社に昭和

26 年３月に入社した者及び同年４月１日に入社した者は、それぞれの入社時

において申立人は在職していなかったと供述している。 

また、申立人は、昭和 27 年３月にＡ社を退職した後に上京し、同年春にＢ

議会議員選挙のアルバイトをしたと供述しているが、同選挙は、27 年ではな

く 26年４月に行われている。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の事業主及び経理担当者は死亡しており、給与

計算、社会保険担当者等も連絡先を把握できないことから、申立人の保険料控

除や社会保険の取扱い等について確認できない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3662 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年６月１日から同年 10月１日まで 

            ② 昭和 20年８月 26日から 21年３月１日まで 

    昭和 19 年６月１日からＡ社に勤務し、Ａ社がＢ社に改称された後も引き

続き勤務していたが、同社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の

期間の厚生年金保険被保険者としての記録が無い。当該期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことを申し

立てている。  

 しかしながら、厚生年金保険法（昭和 19年２月 16日法律 21号）は昭和 19

年６月１日に施行されているところ、同法附則第１条及び第３条の規定に基づ

き同年 10 月１日から保険料徴収が開始され、同年６月１日から同年９月 30

日までは同法施行に伴う準備期間となっており、制度上、申立期間①について

は、厚生年金保険の保険料の徴収は無く、同法の被保険者期間としても算入さ

れない。 

申立期間②について、申立人は、Ａ社がＢ社に名称変更された後も引き続き

勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 20年８月 26

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、また、Ｂ社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは、21 年３月１日であることから、申立期間にお

いては、いずれの事業所も厚生年金保険の適用事業所となっていない。 



 

また、社会保険事務所の記録から、申立人と同時期にＡ社及びＢ社で厚生年

金保険の被保険者となっている者の記録を確認したところ、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所ではなくなった昭和20年８月26日に資格喪失した従業員９名

及び同年８月１日に資格喪失した従業員６名が確認でき、これらの者全員が、

Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった 21 年３月１日に同社において被保

険者資格を取得している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3663 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 11月 16日から 60 年３月 1日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の供述により、申立人が申立期間に同社に在籍していたこ

とはうかがわれる。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間の人事記録関係資料を保存しておらず、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認できないとして

いる。 

また、Ａ社では、現在も従業員が 61歳到達後に定年を迎えた後再雇用する

制度があり、平成 13年に厚生年金保険の適用事業所でなくなるころは、再雇

用時に厚生年金保険の継続の意思を本人に確認していたとしており、５年に

定年退職の後再雇用された元従業員は、「再雇用時に会社から厚生年金保険の

継続希望の有無を確認され、自分は希望して加入したが、希望しない人は加

入しなかった。」と供述している。 

一方、申立人は、Ａ社で厚生年金保険の被保険者資格を喪失する直前まで

雇用保険に加入しており、雇用保険の資格喪失後には、会社都合の離職理由

により離職票が交付され、昭和 57年 12月 10 日から 58年 10月５日まで、300

日分の基本手当を受給していたことが確認できる。 

また、申立人は配偶者と共に昭和 57年 11月 16日から国民健康保険に加入

していたことが確認できる。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 31年４月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元上司で工場長であった者の供述から、期間は不明であるものの、申

立人が同社に在籍していたことはうかがわれる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 34 年６月１日であり、申立期間に同社は適用事業所

となっていない。 

また、申立期間当時のＡ社の事業主は死亡しており、その後継者及び社会保

険事務を委託されていたという社会保険労務士は連絡先を把握することがで

きず、申立人の厚生年金保険料控除等について供述を得ることができない。 

さらに、申立人が申立期間と同時期に勤務していたと記憶するＡ社の同僚２

名は、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日から、厚生年金保険の被保

険者となっている。また、昭和 31年ごろ入社し同社が厚生年金保険の適用事

業所となった 34年６月１日から厚生年金保険の被保険者となっている事務員

は、「入社当初は、会社も小さく厚生年金保険の適用事業所となっていなかっ

たが、後に会社も大きくなって厚生年金保険に加入した。適用事業所となる前

は給与から厚生年金保険料は控除されておらず、加入してから給与から保険料

が控除されるようになった。」と供述している。なお、同人が記憶している同

社の厚生年金保険の加入時期は、社会保険庁のオンライン記録による同社が厚

生年金保険の適用事業所となった時期と一致している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月１日から 40年４月１日まで 

                   ②  昭和 40年４月１日から 41年２月１日まで 

                   ③ 昭和 45年４月１日から 49年４月１日まで 

昭和 39年４月１日から 40年４月１日まではＡ社（現在は、Ｂ社）に、40

年４月１日から 41 年２月１日まではＣ社に、45 年４月１日から 49 年４月

１日まではＤ社に、それぞれ勤務していたが、これらの期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことを申し

立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 56 年４月１日であり、申立期間において同社は厚生

年金保険の適用事業所となっていない。 

また、Ａ社では、申立期間当時の資料は保存されておらず、申立人の当時の

勤務状況等について確認することができない。さらに、申立期間当時に在籍し

ていた社員は、「同社は社会保険に加入していなかったので、健康保険は国民

健康保険に加入していた。」と供述している。 

申立期間②について、申立人は、申立期間にＣ社に勤務していたことを申し

立てている。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ｃ社は厚生年金保険

の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を管轄する法務局においても、

商業登記の記録は無い。このため、申立人が記憶する同社の事業主に、申立て



 

に係る事情について照会しようとしたが、連絡先が不明であり、また、申立人

は同僚の氏名について明確な記憶が無いため、同僚に対する照会を行うことが

できない。 

申立期間③について、申立人は、申立期間にＤ社に勤務していたことを申し

立てている。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ｄ社は厚生年金保険

の適用事業所としての記録は無い。 

また、Ｄ社は、申立期間において、所在地を管轄する法務局に商業登記の記

録は無いものの、同一の所在地において、同社と類似の名称の「Ｅ社」で法人

登記（申立人が取締役として記載）されていたことから、同社の厚生年金保険

加入状況を調べたが、同社も厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。

また、同社の登記簿に記載されている代表取締役及び監査役については、連絡

先を把握することができず、事情を聴取することができなかった。 

さらに、申立人は、当時Ｄ社の事業主の職務上のパートナー役であったＦ社

の代表取締役を記憶していたため、後にＦ社を合併したＧ社の取締役（Ｆ社代

表取締役の息子）に同代表取締役の消息を尋ねたが、連絡が取れないとの供述

であった。なお、Ｇ社の取締役自身は申立人を知らず、Ｄ社についても社名を

知る程度であった。 

これらのほか、申立期間①、②及び③について、申立人の厚生年金保険料が

事業主により給与から控除されていたことを確認するための手掛かりは得ら

れなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年 10月１日から同年 11月 20 日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ病

院に勤務していた昭和63年９月16日から同年11月20日までの期間のうち、

申立期間の記録が無いとの回答をもらった。同病院には間違いなく勤務して

いたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ病院に勤務していたと申し立てているが、同

病院は、社会保険事務所の記録では、平成 13 年 10 月 31 日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっていること、及び申立期間当時の事業主等の連絡先が不

明であること等から供述が得られず、申立人の申立期間当時の勤務の実態や厚

生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

また、申立人はＡ病院において一緒に勤務していた同僚を２名記憶している

ものの、連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立人の申立期間当

時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができな

い。 

さらに、Ａ病院に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により、

申立期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員の

うち、連絡の取れた２名はいずれも申立人のことは記憶に無いと供述している。 

加えて、申立人に係るＡ病院における雇用保険の加入記録は社会保険事務所

の厚生年金保険の加入記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3670 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年８月１日から同年 12月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）Ｃ支社に勤務していた昭和 30年８月１日から同年 12月ご

ろまでの申立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には間違いなく勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ支社における同僚の供述から、申立人が申立期間当時同社に勤務して

いたことを推認することができる。 

しかし、Ａ社の回答では、「保管する人事記録の台帳から、申立人の氏名は

確認できない。また、申立期間当時の厚生年金保険の加入状況等を確認できる

資料等を保管していないこと等から、申立人の厚生年金保険料の控除について

は確認することができない。」としている。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｃ支社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは平成元年４月１日であることが確認できる。 

また、申立人がＡ社Ｃ支社において一緒に勤務していたと記憶している同僚

１名は、「申立人と自分は昭和 30 年８月にＤ社からＡ社へ転籍した。」と供述

しているが、当該同僚は、社会保険事務所のＡ社における厚生年金保険被保険

者名簿に記録が無いことが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により、申

立期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員のう

ち、連絡の取れた４名はいずれも申立人のことは記憶に無いと供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金  事案 3671 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和 18年生 

住        所 :   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年３月 26日から同年 11月３日まで 

② 昭和 39年６月１日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 34 年３月 26日から 39年９月 30 日までの期間のうち、

申立期間①及び②の記録が無いとの回答をもらった。申立期間①及び②も同

社には間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立人のＡ社における同僚の供述により、申立人は、申立期間①当時、同

社に勤務していたことを推認することができる。 

しかし、Ａ社の現在の事業主の回答では、「昭和 36 年 12 月ごろ火事によ

り、工場兼事務所は全焼したので申立期間当時の従業員に関する資料等を保

管していないこと等から、申立人の当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入

状況等について確認することができない。」とし、当時の事業主の妻は、「申

立人が勤務していたことは記憶しているものの、勤務期間については分から

ない。また、当時は入社してもすぐに退職する者がかなりいたことから、し

ばらく様子を見て厚生年金保険に加入させていた。」と供述している。 

また、申立人はＡ社において一緒に勤務していた 10 名の同僚を記憶して

いるところ、連絡の取れた６名のうち４名は、「申立人が同社に在籍してい

たことは記憶しているが、勤務期間については分からない。」とし、もう１

名は申立人のことは記憶に無いと供述している。ほかの１名は、「自分は申

立人と同期で、昭和 34 年３月に入社しているが、厚生年金保険には入社し

て８か月後に加入しているので、当時は試用期間があったと思う。」と供述



 

しているところ、社会保険事務所の当該事業所における厚生年金保険被保険

者名簿で確認できる当該同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、供述

のとおり入社してから８か月後の 34年 11月３日であることが確認できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により申

立期間①当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に照会したところ、連絡の取れた２名のうち１名は、「申立人のことは記憶

にあるものの、勤務期間については分からない。」とし、ほかの１名は申立

人のことは記憶に無いと供述している。 

２ 申立期間②について、申立人は、当該期間もＡ社に勤務していたと申し立

てているが、同社の現在の事業主は、前記のとおり、申立人の申立期間②当

時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができ

ないと回答している。 

また、申立人はＡ社において一緒に勤務していた 10 名の同僚を記憶して

いるところ、連絡の取れた６名のうち３名は、「自分は申立人より先に退職

しているので、申立期間当時については分からない。」とし、もう１名は申

立人のことは記憶に無いと供述している。ほかの２名は、「申立人のことは

記憶にあるものの、申立人の勤務期間や退職日については分からない。」と

供述している。このうち１名は、「申立期間当時の社会保険担当者は、とて

もきちんとしていたので、勤務している者について退職手続を行うとは思え

ない。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により申

立期間②当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に照会したところ、連絡の取れた２名のうち１名は、「申立人のことは記憶

にあるものの、申立人の勤務期間や退職日については分からない。」とし、

ほかの１名は申立人のことは記憶に無いと供述している。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人

に係る「標準報酬等級の変せん」の最後の記載は昭和 38年 10月に係る記録

であり、喪失年月日欄には「39.６.１」の記載があることから、申立人は、

39 年の標準報酬月額算定基礎届を提出する必要がある同年８月１日には、

同社には在籍していなかったと考えられる。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3672 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 11月１日から 35 年６月１日まで 

ねんきん特別便が届いて、申立期間について脱退手当金の受給記録がある

ことを初めて知った。 

しかし、申立期間に係る事業所を退職する時に、顧問の労務管理士から脱

退手当金に関する説明は受けたものの、脱退手当金の受給は断ったので、脱

退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てている

ところ、申立人の申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４

か月後の昭和 35 年 10月 10 日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給

に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前であ

り、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえず、申立人は申

立期間の事業所を退職後、国民年金に加入しておらず、年金に対する意識が高

かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3673 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年３月 16日から 41年２月１日まで 

② 昭和 43年８月８日から 44年２月 25日まで 

③ 昭和 45年２月 16日から同年５月 31日まで 

④ 昭和 45年６月１日から 46年８月 21日まで 

平成 20 年９月にねんきん特別便が届き、申立期間について脱退手当金が

支給されたこととなっていることを初めて知った。 

しかし、当時は脱退手当金の制度を知らなかったし、支給されたとする時

期は、妊娠中でつわりがひどく、社会保険事務所に行って手続を取れる様な

状態ではなかったので、納得できない。脱退手当金を受給していないことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てている

ところ、申立人の申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３

か月後の昭和 46 年 11月 22 日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給

に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間の事業所を退職後、すぐには国民年金に加入して

おらず、年金に対する意識が高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても

受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3674 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年３月 23日から 42年５月８日まで 

② 昭和 42年５月８日から 45年 11月１日まで 

③ 昭和 45年 11月１日から 46年３月 21日まで 

平成 17 年に社会保険事務所で年金の裁定請求をした際、申立期間につい

て脱退手当金が支給済みであるとの通知を受けた。 

しかし、申立期間当時は転居したばかりで社会保険事務所の場所も分から

なかった上、脱退手当金の制度も知らず、申請した記憶も無いので、脱退手

当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てている

ところ、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る最終事業

所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 46 年７月

30 日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3679                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男        

基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 大正 12年生      

住    所 ：       

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年２月１日から 37年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｂ営業

所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社には、昭和

36年２月ごろから勤務していたので、申立期間も被保険者であったことを

認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶している同僚の供述から、期間は明かでないものの、申立人は、Ａ

社Ｂ営業所に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社は、当時の資料を保管していないため、申立期間における申立人の

勤務状況、保険料控除等については不明であるが、厚生年金保険に加入させていな

い従業員の保険料を給与から控除することは考え難いと回答している。     

また、申立人の記憶している上司、同僚等５名のうち、２名と連絡が取れたもの

の、１名は、申立人を記憶していないと供述し、残り１名は、昭和 37年８月に入社

したため、申立人の入社時期は分からない上、申立人の保険料控除及び会社の厚生

年金保険の取扱い等についても分からないと供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当

時被保険者であったことが確認できた複数の従業員は、既に死亡又は所在不明であ

り、申立期間における申立人の勤務状況、保険料控除等を確認することができない。      

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。    

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3680   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男       

    基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生          

    住    所 ：          

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月 29日から同年４月１日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ法人に勤

務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同法人には昭和 36 年

３月 31 日まで継続して勤務していたので、申立期間も被保険者であったこ

とを認めてほしい。     

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ法人に申立期間も継続して勤務していたと申し立てている。     

しかし、Ａ法人が保管している労働者名簿では、申立人の退職年月日は昭和 36

年３月 28 日と記録されており、社会保険事務所における厚生年金保険の記録と一

致している。 

また、Ａ法人は、ほかに資料が無く、申立人の申立期間の勤務状況、保険料控除

等は不明であると回答している。 

さらに、申立人が記憶している同僚６名のうち、３名と連絡が取れたものの、申

立人の申立期間の勤務状況、保険料控除等を確認できる供述は得られなかった。 

加えて、社会保険事務所のＡ法人に係る厚生年金保険被保険者名簿で申立期間当

時被保険者であったことが確認できた 15 名の従業員のうち、６名と連絡が取れた

が、申立人の申立期間の勤務状況、保険料控除等を確認できる供述は得られなかっ

た。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3681 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 26年 10月ごろから 27年２月１日まで 

  ② 昭和 28年ごろから 29年ごろまで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の加入記録が無い旨

の回答をもらった。申立期間中、それぞれの会社に勤務し、厚生年金保険料

が給与から控除されていたはずなので、申立期間①及び②について厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が記憶しているＡ社の当時の代表者及び工

事現場に同行したとする同僚は既に死亡している上、現在の代表者及びその

妻（取締役）は、当時の関係資料を保存しておらず、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険の加入状況は不明としていることから、同社における当該期間

の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、Ａ社の複数の同僚は、「当時、入社後、数か月以上の試用期間を経

て、厚生年金保険に加入した」旨供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管する申立期間①に係るＡ社の厚生年金保険

被保険者名簿を調査したところ、申立人が当該期間において厚生年金保険被

保険者資格を取得した記録は確認できない上、健康保険及び厚生年金保険の

整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見られない。 

申立期間②については、申立人が勤務していたとするＢ社は、社会保険庁

のオンライン記録によると、厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 39

年８月１日であることが確認でき、同社は、当該期間について適用事業所と

なっていない。 

また、申立人は、申立期間②におけるＢ社の同僚を覚えておらず、当該期

間における申立人の勤務実態等について供述を得ることができない上、同社

の事業主に照会したものの、同社における当該期間の厚生年金保険の取扱い

について確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3682 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年５月から 49年８月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ事業所には昭和 46 年

５月から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたは

ずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の同僚の「申立人が勤務していたことを記憶している」との供述か

ら判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が同事業所に勤務してい

たことは推認される。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ事業所は申立期間におい

て厚生年金保険の適用事業所とはなっておらず、申立人が記憶する同僚は、「同

事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなく、給与から厚生年金保険料が控除

されていなかった。また、事業主から健康保険証を受け取った記憶も無い。」

と供述している。 

また、Ａ事業所の事業主は既に死亡している上、同事業所は廃業しており、

当時の関係資料を保存していないことから、同事業所における申立期間の厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年７月１日から 11年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。申

立期間当時は同社の代表取締役ではあったが、申立期間の標準報酬月額を

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により確認できる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成 11 年２月１

日）の後の同年２月４日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、８年７月か

ら同年９月までの期間については 59 万円から 44 万円に、同年 10 月から９年

９月までの期間については 59 万円から９万 2,000 円に、同年 10 月から 11 年

１月までの期間については 53 万円から９万 2,000 円に、それぞれさかのぼっ

て減額処理が行われていることが社会保険庁のオンライン記録により確認で

きる。 

一方、申立人は、「申立期間当時、Ａ社の代表取締役として、厚生年金保険

関係の手続を含むすべての総務・経理事務を担当し、業績が悪化した際に厚生

年金保険料の納付について社会保険事務所へ相談に行った記憶がある」と供述

していることから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所に

おいて標準報酬月額の訂正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬

月額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与して

いながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、

申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 



 

東京厚生年金 事案 3684 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①及び②については、申立人が船員保険被保険者として船員保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできず、また、申立期

間③及び④については、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月１日から 39年 10 月 19日まで 

             ② 昭和 40年１月 28日から同年 12月１日まで 

             ③ 昭和 40年 12月１日から 41 年 10月１日まで 

④ 昭和 41年 11月５日から 45年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

で勤務した申立期間①及び②並びにＢ事業所で勤務した申立期間③及び④

の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間中、それぞれの事業所に勤

務し、保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間①及び②につ

いては船員保険の被保険者期間として、また、申立期間③及び④については

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は、当該期間において乗船したとする

Ａ社所有の船舶名及び一緒に乗船したとする同僚を覚えていない上、同社では

当該期間に係る申立人の関係資料を保有していないことから、申立人の勤務実

態や船員保険料の控除等について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の船員保険被保険者名簿から、従業

員に照会したが、申立人が船員保険被保険者として乗船していたことは確認で

きない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における船員保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間③及び④については、申立人は、Ｂ事業所所有の戦車揚陸艦に乗船



 

していたと供述しており、申立人から提出されたパスポートの渡航先及び渡航

目的（戦車揚陸艦に乗船）から判断すると、申立人は、当該期間において同事

業所に勤務していたことが推認される。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、申立人が勤務していたとするＢ

事業所は、申立期間③及び④において厚生年金保険の適用事業所となっていな

い。 

また、申立人は、当時、一緒に乗船したとする同僚を覚えていない上、駐留

軍に雇用される日本人労働者の資料を保管しているＣ機構及びＤ局では、当該

期間に係る申立人の関係資料を保有していないことから、同事業所における当

該期間の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③及び④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②については、申立人が船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。また、申立期間

③及び④については、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3685 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年５月から 58年 12 月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、昭和

52年５月から 58 年 12月まで勤務し、申立期間中に厚生年金保険料が給与

から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された社員名簿から、申立人は、申立

期間のうち、昭和 54 年４月１日から 56 年１月 25 日までの期間において同社

に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社から提出された同社の健康保険・厚生年金保険・失業保

険・被保険者台帳では、申立人は、雇用保険に加入していることは確認できる

が、健保番号は付番されておらず、申立期間において厚生年金保険に加入して

いることがうかがえない。 

また、社会保険事務所が保管する申立期間前後に係るＡ社の厚生年金保険被

保険者名簿を調査したものの、申立人が同社の厚生年金保険資格を取得した記

録は確認できない上、健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番は無く、社

会保険事務所の事務処理に不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3686 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月 1日から 43年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には

昭和 40年４月から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除さ

れていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の社員住所録から、申立人は、昭和 40年 12月から 42 年 12月までの期

間において同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は既に死亡しており、申立人が唯一記憶してい

る同僚の厚生年金保険の被保険者記録が確認できないことから、同社における

申立期間の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

従業員に照会したが、申立人が厚生年金保険被保険者として勤務していたこと

は確認できない。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社において営業外務員担当で契約社員

の扱いであった。」と供述しているところ、申立人と同様の営業担当の従業員

は、契約社員から正社員へ身分が変更になった２年後に厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが同人からの供述及び当該被保険者名簿から確認

できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3687 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 平成５年２月１日から同年９月 30日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務については自ら関

与する立場ではなく、一連の処理はあくまでも社会保険事務所が独自に行

ったものであるので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により確認できる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成５年９月 30

日）の後の同年 10 月１日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が同年２月か

ら同年８月までの期間について 53 万円から９万 8,000 円にさかのぼって減額

処理が行われていることが社会保険庁のオンライン記録により確認できる。 

一方、申立人は、「社会保険事務所からの指導を受け、Ａ社の代表取締役と

して厚生年金保険料の滞納の責任を取り、申立期間の平成５年２月から同年８

月までの期間についての自らの標準報酬月額の減額に同意し、当該減額処理手

続と併せて同事業所の厚生年金保険被保険者全員分の資格喪失を行うための

手続を社会保険事務所に一任した」旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に同意して



 

いながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、

申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 



 

東京厚生年金 事案 3689                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年１月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 26年１月１日から同年３月 14日まで 

             ③ 昭和 29年１月１日から 32年 10月まで 

Ａ社で勤務した期間のうちの申立期間①、Ｂ社で勤務した期間のうちの申

立期間②及びＣ社で勤務した申立期間③について、厚生年金保険の加入記録

が無い。各申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社の従業員の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、ま

た、当時の事業主の連絡先を把握できないことから、申立人の申立期間当時の

勤務状況及び厚生年金保険料の控除について聴取することはできない。 

   また、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、申立人とほぼ同時期に厚生年金保険の加入記録が無い者が申立人以外に

３名確認できるが、２名は死亡しており、１名は連絡先が不明のため、これら

の者から、同時期における厚生年金保険料控除の取扱い等について聴取するこ

とができない。 

さらに、上記の厚生年金保険被保険者名簿から連絡先を把握した従業員２名

に照会したが、両名は、申立人及びＡ社の従業員に係る厚生年金保険の取扱い

については分からないとしている。 

   加えて、申立人は、当時のＡ社における上司や同僚及び社会保険事務担当者

の氏名を記憶しておらず、これらの者から申立内容に係る事情を聴取すること

ができない。 



 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②については、申立人は、昭和 26 年１月１日からＢ社に勤務して

いたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

また、当時の事業主及び社会保険事務担当者は死亡していることから、申立人

の勤務実態や厚生年金保険料の控除について聴取することができない。 

また、申立人は、当時のＢ社における上司や同僚等の氏名を記憶しておらず、

これらの者から申立内容に係る事情を聴取することができない。 

そこで、社会保険事務所が保管しているＢ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、連絡先を把握した従業員 11名に文書照会し、９名から回答を得たところ、

このうちの３名は、入社日から１か月から６か月以上の期間を経過した後に厚

生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間③については、Ｃ社の複数の同僚及び同社の事業主の息子の供述等

により、時期は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは確認

できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 30 年 12 月１日であり、申立期間のうち、29 年１月１日

から 30年 12月１日までの間は適用事業所となっていない。 

また、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、当

時の事業主は死亡していることから、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

そこで、申立人が同僚として名前を挙げた複数の従業員に照会したところ、

２名の従業員は、入社から厚生年金保険の被保険者資格を取得するまで、数年

から 10年程度の期間を要したと回答している。 

さらに、申立人及び複数の従業員は、申立期間当時、Ｃ社の従業員は 20 名

から 30 名程度だったと供述しているところ、同社の被保険者名簿によると、

申立期間に被保険者資格を取得している者は 14 名であり、同社では厚生年金

保険に加入していない従業員も多数いたことがうかがえる。 

加えて、申立人が、自分とほぼ同時期に入社し、同じ仕事をしていたとする

２名の同僚は、Ｃ社の被保険者名簿において名前を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3690             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年２月１日から同年４月 30日まで 

    社会保険庁のオンライン記録によると、昭和 51 年２月１日までＡ社Ｂホ

テルで厚生年金保険の被保険者記録があるが、その後勤務した同社Ｃ旅館

における厚生年金保険の被保険者記録は同年４月 30 日からとなっており、

申立期間のＣ旅館勤務時の加入記録が無い。同期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及びＡ社から提出された在職証明書により、申立人が、申立

期間を通じて同社に継続して勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社Ｂホテルは昭和 51 年

２月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、一方、同社Ｃ旅館

は同年４月 30 日に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立期

間当時は、両事業所とも厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、Ａ社では、申立期間当時の同社従業員に関する資料を保有していない

ことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の取扱い等について確認で

きないとしている。 

さらに、Ａ社Ｃ旅館の当時の給与計算及び社会保険の担当者は、申立期間に

申立人の雇用保険の記録があることを理由に、同期間において申立人の厚生年

金保険料が控除されていた可能性を供述しているが、一方、同担当者は、申立

期間当時の資料や具体的な記憶等の根拠は無いとしており、また、申立人以外

にも、申立人と同じ異動により、昭和 51 年２月１日に同社Ｂホテルで被保険

者資格を喪失し、同年４月 30 日に同社Ｃ旅館で被保険者資格を取得している

者が 13 名と多数存在していること、さらに、これらの者のうち、連絡先を把



 

握した複数の従業員に照会したものの、申立人の厚生年金保険料控除があった

ことをうかがわせる供述は得られなかったことから、申立期間において、申立

人に係る保険料控除があったことを推認するには至らない。 

加えて、Ａ社Ｂホテルの社会保険担当者は既に死亡しており、申立内容に係

る事情を聴取することはできない。  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3691          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月から 27年 10 月まで 

    Ａ事業所に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期

間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ事業所に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ事業所は、申立期

間において厚生年金保険の適用事業所となっておらず、類似した名称の適用事

業所も見当たらない。 

また、Ａ事業所は公立の事業所であることから、Ｂ県にも照会したところ、

「Ａ事業所は平成 16 年４月に廃止されており、同事業所の人事記録及び賃金

台帳は保存されていない。」としており、申立人のＡ事業所における勤務実態

等を確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ事業所に正職員として勤務していたとしているところ、

Ｃ共済組合は、「当組合は昭和 37 年 12 月１日に設立されており、設立日前に

退職した正職員については、恩給制度の対象とはなるものの、厚生年金保険に

加入することはない。」と供述している。 

加えて、申立人が記憶していた上司及び同僚５名の連絡先を把握すべく社会

保険庁のオンライン記録を検索したが、これらの者を特定することができず、

申立人の厚生年金保険料の控除等について聴取することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の事業主に

よる控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事



 

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3692    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月から 36年２月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。

当該期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社があったとされる場所についての申立人の具体的な記憶及び申立人と

親交の深い友人の供述内容から判断して、申立人が、申立期間当時、同社に勤

務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は昭和 33 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、申立期間のうち 33年６月１日から 36年２月までの間は厚生年

金保険の適用事業所となっていない。 

また、Ａ社は、「申立期間当時の資料は保存しておらず、また、当時の事業

主も既に亡くなっていることから、申立人の勤務状況や保険料控除について確

認できない。」と回答している。 

さらに、Ａ社の類似名称のＢ社及びＡ社の関連会社であるＣ社の厚生年金保

険被保険者名簿を確認したが、申立人の被保険者記録は無い。なお、申立人は、

Ａ社の元請会社としてのＤ社の事業所名を記憶しており、また、複数の従業員

の供述から同社のほかにも元請会社が２社あることが判明したことから、各事

業所の厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申立人の被保険者記録は無い。 

加えて、申立人は、Ａ社において小型トラックの助手の業務と荷物の積み込

み及び荷下ろし作業に従事していたと供述しているところ、Ａ社及びＣ社の社

会保険事務担当者は、「Ａ社及びＣ社では、当時、トラックを使った業務に従

事している者については、一部の従業員だけが社会保険に加入していたのでは

ないかと思う。また、厚生年金保険に加入させる基準は詳しく分からないが、



 

社長の独断であったと思う。」と供述している。さらに、Ｃ社の社会保険事務

担当者は、「トラック助手や荷物の積み込み及び荷下ろし作業をしていた従業

員は、厚生年金保険に入っていないのではないか。」と供述している。 

そして、Ａ社の事業主の長男であり、取締役でもあった者は、「当時、トラ

ックの関連業務に就く者は全て下請業者を使っており、社員として雇った可能

性はないと思う。」と供述している。 

また、申立人は同僚等の氏名を８名記憶しているが、このうち２名について

は厚生年金保険被保険者名簿に記録があるものの、１名は死亡しており、１名

は住所が不明のため、供述を得ることができない。このほか、３名については

Ａ社及び同社関連会社の厚生年金保険被保険者名簿に記録が無く、残る３名に

ついては、同人を特定することができず、申立人の勤務状況等を聴取すること

ができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3693 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月１日から 48年８月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶しているＡ社の同僚６人の供述及びＢ社から提出されたＡ社

に係る嘱託契約書から、申立人が申立期間に同社で勤務していたことは推認で

きる。 

しかしながら、申立期間当時のＡ社の人事総務担当者から「申立人とは嘱

託契約であったことから、厚生年金保険には加入させておらず、給与から厚

生年金保険料を控除していなかった。」との供述があり、Ｂ社の人事担当者か

らは「嘱託契約書によれば、申立人はＡ社において嘱託という雇用のため、

厚生年金保険には加入させていなかったものと考えられる。」との供述があっ

た。 

なお、前述の嘱託契約書には、労働者災害補償保険法に基づく補償に関す

る内容は明記されているが、厚生年金保険及び雇用保険の加入に関する条項

は無い。また、申立人の雇用保険について、申立期間における当該事業所に

係る加入記録は無い。 

さらに、申立人が記憶している同僚は「私は、Ａ社とは嘱託契約であった

ため、厚生年金保険の加入記録が無い。」と供述しており、当該同僚自身の加

入状況には、同社で厚生年金保険に加入した記録は無い。 

加えて、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、申立



 

人には具体的な記憶が無く、当該控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実、これまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3694 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 31年４月１日から 33年３月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間はＡ社に勤務していたので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっていた記

録は無く、また、同社の所在地を管轄する法務局でも、同社の商業登記の記録

は確認できない。 

また、申立人は、Ａ社の代表者は申立人の父親であり、勤務の際は、父親と

ともに出勤することが多かった旨の供述をしているが、父親は既に死亡してお

り、また、申立人は、父親以外の上司や同僚の氏名を記憶していないことから、

申立期間当時の、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料控除の有

無について確認することができない。 

なお、申立人の父親に係る社会保険庁のオンライン記録等から、父親自身は、

申立期間をすべて含む昭和 31 年１月１日から 33 年 10 月１日まで、別の事業

所で健康保険、厚生年金保険に加入していたことが確認できる。 

さらに、当該別事業所の所在地は、申立期間当時に申立人及び父親が居住し

ていたとされる地域から通勤することが困難であると考えられる他県であっ

たことに加え、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、父親

の健康保険加入期間中に健康保険遠隔地被保険者証が交付されていた形跡も

確認できることから、申立期間当時において、申立人の父親は主に他県に居住

しており、当該別事業所に勤務していたものと考えられる。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除については、申立人に明確



 

な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3695 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 11月 14日から平成３年３月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間はＡ社（現在は、Ｂ社）に

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事担当者は、申立期間当時の申立人の勤務実態を確認できる資料を

保管していないものの、当時を知る職員の記憶から、申立人が「Ｃ代理店」（以

下「代理店」という。）としてＡ社との委託契約に基づいて営業活動に従事し

ていたことが確認できたとしていることから、期間は特定できないものの、申

立人が、同社が販売するサービスの営業活動を行っていたことは推認できる。 

しかしながら、前述の人事担当者は、「申立期間当時にＡ社が厚生年金保険

に加入させる対象としていたのは職員、研修生（嘱託）のみであり、申立人が

職員及び研修生の身分で同社に在籍していた記録は無い。」とし、さらに、「代

理店は職員でないため、給与の支払はなく、社会保険にも加入させていない。」

とも供述している。 

また、昭和 61 年 11 月ごろにＡ社で厚生年金保険に加入していた従業員 10

人に確認したところ、当時の身分が職員であった者が７人、研修生であった者

が３人であり、「代理店」として契約していた期間中に厚生年金保険に加入し

ていた者は確認できなかった。 

さらに、申立期間のころにＡ社との契約に基づいて営業活動を行っていたと

される「代理店」の二人からも、「代理店になると収入は給料ではなく手数料

となる。」、「代理店はＡ社の厚生年金保険に加入できない。」、「国民年金、国民

健康保険に加入していた。」等、前述のＢ社の担当者の説明と一致する供述が



 

得られた。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人は、出来高払の給料から厚生年金保険料が控除されていたとして

いるが、これを確認できる関連資料や周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3696 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月 10日から 21 年４月１日 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答をもらった。高等小学校を卒業した直後にＡ社（入

社時の名称はＢ社、現在はＣ社）に入社し、昭和 21年９月まで勤務してい

たので、申立期間についても厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

で、同社で厚生年金保険に加入していたことが確認できる従業員が、申立人が

昭和 20年８月 15日に同社にいた旨の供述をしていることから、申立人が、申

立期間のうち少なくとも同日以降は同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、申立人に係る人事記録、賃金台帳等を保管し

ておらず、申立期間当時における申立人の勤務実態や厚生年金保険の保険料控

除の有無について確認することはできない。 

また、申立人が名前を記憶していた同僚３人については、既に死亡あるいは

その連絡先が不明のため、申立期間当時の状況を確認することができない。 

さらに、申立人の勤務について供述した前述の従業員は、自身の入社日を昭

和20年８月15日ごろと供述しているが、前述の被保険者名簿の資格取得日は、

申立人と同じ 21 年４月１日となっていることから、同社では、申立人及び当

該従業員が入社した後、一定期間をおいてから厚生年金保険に加入させるとい

う取扱いであったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料や周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3697 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 31年５月から 36年８月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた昭和31年５月から36年８月まで加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間中にＡ社に勤務していた複数の同僚及び従業員の供述から、具体的

な期間は特定できないものの、申立期間のころに申立人が同社の社員寮に賄い

として勤務していたことが推認できる。 

また、申立人は、申立期間当時の自身の勤務の状況について、当該事業所の

社員寮に住み込みで、同僚と二人で食事の支度をし、自分は自転車に乗れたの

で買い出しを任されていた旨を具体的に供述している。 

しかしながら、当該事業所の社員寮で申立人が勤務していた期間より前に、

申立人と同様に賄いの仕事をしていたとする従業員は、自分の身分は正社員で

はなく、厚生年金保険にも加入していなかった旨を供述している上、社会保険

事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、当該従業員並び

に、申立人とともに賄いをしていたとされる前述の同僚の厚生年金保険の加入

記録は確認できない。 

一方、Ａ社の工場で製品の製造、加工等の業務に従事していたとされる他の

同僚、従業員については、いずれも当該被保険者名簿で加入記録が確認できる

ことから、同社では、社員寮の賄いに従事していた従業員を、厚生年金保険に

加入させない取扱いであったことがうかがわれる。 

なお、Ａ社は、平成 12年２月 29日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな



 

っており、当時の事業主及び経理担当者は既に死亡していることから、申立期

間当時における申立人の厚生年金保険料の控除等の状況について確認するこ

とはできない。 

このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3698  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年５月 21日から同年８月１日まで 

             ② 平成 12年１月 21日から同年２月１日まで 

             ③ 平成 12年２月１日から 13年４月１日まで 

             ④ 平成 14年２月１日から 15年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①及び②についてはＡ

社に、また、申立期間③及び④についてはＢ社にそれぞれ勤務していたので、

すべての申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の記録及びＡ社が保管している社員名簿か

ら、申立人は平成９年５月 21 日から 12 年１月 20 日まで、継続して同社に

勤務していたことが認められる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得した

日と同じ平成９年８月１日であり、申立期間①の当時は適用事業所となって

いない。 

また、Ａ社から提出された申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書により、事業主は、申立人の資格取得手続につ

いて、社会保険事務所の記録どおりの届出を行ったことが確認できる。 

さらに、Ａ社は、申立期間①のころの従業員の社会保険料は、翌月に支払

う給与から控除する方式を採っていたとしているところ、同社が保管してい

る申立人の賃金台帳で、申立人の厚生年金保険料の控除は、資格取得日の翌



 

月である平成９年９月支給分の給与から開始されたことが確認でき、申立人

は、申立期間①に係る保険料を事業主により給与から控除されていないこと

が認められる。 

２ 申立期間②について、雇用保険の記録、Ａ社が保管している社員名簿及び

同社から提出された雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）から、申立人

が平成 12年１月 20日付けで同社を退職したことが確認できる。 

また、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届の写

しから、事業主が申立人の資格喪失日を平成 12年１月 21日として届け出た

ことが確認できる上、社会保険庁のオンライン記録から、当該資格喪失届に

申立人の健康保険被保険者証が添付され、届出と同時に社会保険事務所に返

還されていることが確認できることから、申立人は、当該退職に伴い、事業

主が申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格の喪失手続を行うことを

理解しており、申立期間②において厚生年金保険に加入していないことを承

知していたと考えられる。 

３ 申立期間③について、雇用保険の記録から、申立人が平成 12 年２月 15

日から14年１月31日まで、継続してＢ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ｂ社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得した

日と同じ平成 13 年４月１日であり、申立期間③の当時は適用事業所となっ

ていない。 

また、Ｂ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得確認及び標準報酬決定通知書により、事業主は、申立人の資格取得手

続について、社会保険事務所の記録どおりの届出を行ったことが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、申立期間③のころの従業員の社会保険料は、翌月に支払

う給与から控除する方式を採っていたとしているところ、同社が保管してい

る平成 13 年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿で、申立人の厚生年金保

険料の控除は、資格取得日の翌月である同年５月支給分の給与から開始され

たことが確認でき、申立人は、申立期間③に係る保険料を事業主により給与

から控除されていないことが認められる。 

４ 申立期間④について、雇用保険の記録から、申立人が平成 14 年１月 31

日付けでＢ社を退職したことが確認できる上、公共職業安定所が保管する申

立人の雇用保険受給資格者証に関する記録から、申立人が、同社退職後の同

年２月 12日から同年８月 10日までの 180日分の基本手当を受給しているこ

とが確認できる。 

さらに、Ｂ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書の写しから、事業主が申立人の資格喪失日を、平成 14 年２月１日として

届け出ている上、社会保険庁のオンライン記録から、当該資格喪失届に申立

人の健康保険被保険者証が添付され、届け出と同時に社会保険事務所に返還



 

されていることが確認できることから、申立人は、当該退職に伴い、事業主

が申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格の喪失手続を行うことを理

解しており、申立期間④において厚生年金保険に加入していないことを承知

していたと考えられる。 

５ 申立人の申立期間②及び④に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る厚生

年金保険料を事業主より給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 


